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  議 事 日 程 第 ２ 号 

 

令和５年１１月３０日（木）午前１０時開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  本日の会議に付した事件 

 

議事日程第２号と同じ 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  出欠議員氏名 

出席議員（２１名） 

 １番 佐  野  洋  平 議員  ３番 髙  橋  千  夏 議員 

 ４番 関  谷  幸  子 議員  ５番 髙  橋  英  夫 議員 

 ６番 高  橋     壽 議員  ７番 小 久 保  広  信 議員 

 ８番 影  澤  政  夫 議員  ９番 山  村     明 議員 

１０番 堤     郁  雄 議員 １２番 古  山  悠  生 議員 

１３番 島  貫  宏  幸 議員 １４番 木  村  芳  浩 議員 

１５番 相  田  克  平 議員 １６番 遠  藤  隆  一 議員 

１７番 太  田  克  典 議員 １８番 我  妻  德  雄 議員 

１９番 山  田  富 佐 子 議員 ２０番 佐  藤  弘  司 議員 

２１番 鳥  海  隆  太 議員 ２２番 島  軒  純  一 議員 

２３番 齋  藤  千 惠 子 議員   

 

 

欠席議員（３名） 

 ２番 成  澤  和  音 議員 １１番 植  松  美  穂 議員 

２４番 工  藤  正  雄 議員    

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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   出席要求による出席者職氏名 

市 長 中 川   勝  副 市 長 大河原 真 樹 

総 務 部 長 神 保 朋 之  企画調整部長 遠 藤 直 樹 

市民環境部長 佐 藤 明 彦  健康福祉部長 山 口 恵美子 

産 業 部 長 安 部 晃 市  建 設 部 長 吉 田 晋 平 

会 計 管 理 者 本 間 加代子  上下水道部長 安 部 道 夫 

病院事業管理者 渡 邊 孝 男  
市 立 病 院 

事 務 局 長 
和 田   晋 

総 務 課 長 髙 橋 貞 義  財 政 課 長 土 田   淳 

政策企画課長 伊 藤 昌 明  教 育 長 土 屋   宏 

教育管理部長 森 谷 幸 彦  教育指導部長 山 口 玲 子 

選挙管理委員会 

委 員 長 
玉 橋 博 幸  

選挙管理委員会 

事 務 局 長 
佐 藤 幸 助 

代表監査委員 志 賀 秀 樹  
監 査 委 員 

事 務 局 長 
佐 藤   徹 

農業委員会会長 小 関 善 隆  
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
小 田 浩 昭 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

   出席した事務局職員職氏名 

事 務 局 長 栗 林 美佐子  事 務 局 次 長 細 谷   晃 

議事調査主査 曽 根 浩 司  主 任 齋 藤 舞 有 

主 事 戸 田 修 平    

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  午前１０時００分 開  議 

 

○相田克平議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員21名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 一般質問 

 

○相田克平議長 日程第１、一般質問を行います。 

  11番植松美穂議員でありますが、欠席との通告

がありました。よって、植松美穂議員の一般質問

は行わないこととし、暫時休憩いたします。 

 

  午前１０時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午前１１時００分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、新たなまちづくり総合計画の策定に向け

て、21番鳥海隆太議員。 

  〔２１番鳥海隆太議員登壇〕（拍手） 

○２１番（鳥海隆太議員） おはようございます。 

  先ほど会派室、控室からふと見ましたら雪がぱ

らついてきました。思い起こすと今年の夏は非常

に暑かったなということが一瞬頭をよぎりまし

て、そして長い夏であったと思った次第でありま

した。 

  また、最近、ちまたではインフルエンザが非常

にはやっているようです。学校が閉校になったり

学級閉鎖になったりと、いろいろ大変だと感じま

すし、健康管理というのはしっかりしなければい

けないと思う次第でもあります。 

  思い起こすと、数年前はインフルエンザという

のは全く聞かなかったと感じていた次第です。久

しぶりのインフルエンザという言葉で安心した

ような何か複雑な気持ちになった次第でもあり

ました、それがつい三、四年前。 

  そこから四、五年前に遡りますと中川市長が市

長選に手を挙げられたという時期でもありまし

た。私がこの話を最初にお聞きしたときは、勇気

ある決断だと思いましたし、また敬意を表するこ

とでもありました。いろいろな評価は人それぞれ

あるものでございまして、私は一途な思いで進ん

でこられた中川市長には大変敬意を表するとこ

ろでございます。12月21日で任期がいっぱいとな

るわけですが、任期が過ぎた後も変わらず市政に

エールを送っていただきたいと、このように思う

次第であります。 

  私の今回の質問は、新たなまちづくり総合計画

の策定に向けてという話であります。来年できる

わけではないのですが、なぜ今この話を切り出し

たかといいますと、まちづくり総合計画は令和７

年度いっぱいという計画であります。令和７年度

いっぱいだから令和８年度からは新しい計画に

なってくるということでございます。 

  まちづくり総合計画は、本市の10年間のまちづ

くりに対してのまちづくりへの思いが凝縮され

た大切な大切なバイブルと言っても過言ではな

いと私は思うからであります。また、これを国が

どう捉えているか考えますと、昔あった全国総合

開発計画とか国土形成計画と同じようなものだ

と私は思うのであります。そのぐらい本市におい

て大切なものであるということであります。 

  その中身は、どのようなまちにしたいのか、ど

のような未来を描きたいのか、またその先の住民

福祉、これをどう広げていくのか、そのような道

しるべになるからなのであります。今から考え方

や実績などを見直さないと、十分これは分かって

いらっしゃることだと思うのですが、しっかりと

した計画、今後の未来予想図というものができて



- 12 - 

こないのではないか、逆から言いますと、それだ

け私はそこに期待するということであります。 

  もう一つは、実はこの間、そういった計画をい

ろいろネット上で拝見したりしておりました。そ

うしたら、本市と非常に似たキャッチフレーズ、

意外と多いのです。キャッチフレーズが似ている

ところが多いのです。皆さんも、終わったらネッ

トで調べてみたら物すごく出てきますので、見て

いただければと思います。 

  そういったキャッチフレーズとか中身、何を進

めていくか、似たような計画が非常に多い。これ

は日本の国土の70％が中山間地帯だと言われる

ゆえんかと思う次第であります。似ても仕方ない

かと、思うところは一緒かと考える次第でありま

す。中には、これはどこかのを見開きながらまね

たのではないかというものまでありました。 

  そして、そのつくったところはどうやってつく

られたのか調べてみますと、業者に委託してつく

ったような総合計画もございました。しかし、そ

ればかりではなくて、しっかりとキャッチフレー

ズから自分たちの言葉を使いながら、そして描き

たい自分たちの未来をしっかりとその計画で表

しながらつくられているところもございます。こ

ういうところは自分たちで庁内でしっかりとつ

くり上げたところがほとんどでありました。この

ように、総合計画は魂を込めなければいけないと

いうことを感じたわけであります。 

  総合計画とは一体何なのでありましょうか。物

づくりで例えながら申し上げさせていただくと、

重要なのは、その物や行動や生活、ニーズがそこ

に込められている、具現化していくものが物づく

り、まちづくり総合計画、そういったものになる

のではないかと思う次第であります。その具現化

のために、確実に進めていくために必要な計画、

そして設計になってくると私は思うのです。 

  計画には、何をしたいのか、どのようにありた

いのか、その計画をどのように進めていくのか、

その後に実施設計であったり施工図が必要にな

ってきたりするわけであります。また、その途中

で計画どおりに進んでいるかをチェックもしな

ければいけません。そのために数値目標を設定し

たり、進捗の確認、管理を行うということであり

ます。完成後は、設計どおりだったのかというい

わゆる完成検査も行わなければいけない、このよ

うにも考える次第であります。 

  その結果を基にして、継続性や発展性を考えて、

改善点などがないかの見直しも行わなければな

らない、このように思います。私はこの作業は必

ず必要なものであると思うのであります。 

  本市の総合計画を見たときに、こう書いてあり

ました。「市勢発展に結びつけていくために策定

する」と序論で書かれておりました。そのように

書くぐらい大切なものであるということだと私

は思いますし、先ほども申し上げたように、未来

を描いていく、これをしっかりと皆さんにお知ら

せするための総合計画であると。 

  そういうことを踏まえながら質問させていただ

きますが、まず１点目は、現在まで進めた結果、

実績、これは途中経過でしかないかもしれません

が、これをどう捉えているのか。 

  また、この総括をしなければいけません。これ

をいつ頃から始められるのか、また期間、誰がど

のように行っていくのかお知らせいただきたい

と思います。 

  また、第２点でありますが、見直さなければい

けない点、継続しなければいけない点は考えられ

ているのかということです。また、これは一体誰

がどのように行っていくのかということであり

ます。 

  ３つ目でありますが、今後、策定に向けた作業

に入ると思います。この時期や体制、進め方など、

どのように行っていくのかお知らせいただきた

い。 

  ４番目ですが、各地方自治体でも似たような総

合計画が策定されていると先ほど申し上げまし

たけれども、さっき申し上げたように外部委託だ
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とか自分たちでつくったとか様々ありました。本

市においてはどう進められているのかお知らせ

いただきたいということであります。 

  私は、総合計画は、先ほども最初に申し上げま

したが、魂を込めて自分たちの言葉で市の未来を

しっかりと描いていく、これが必要であると考え

ておりますし、当局におかれてもそのように考え

ておられるのではないかと思います。 

  この４点を壇上から質問させていただきたいと

思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私から、新たなまちづく

り総合計画の策定に向けてについてお答えいた

します。 

  初めに、本市の現在の総合計画について概要を

御説明いたします。 

  本市の総合計画である「米沢市まちづくり総合

計画」は、本市まちづくりの最上位計画であり、

市政運営の基本的な指針となるものであります。 

  米沢市まちづくり総合計画は、３つの計画等で

構成されております。 

  １つ目が、まちの将来像とともにまちづくりの

基本理念や基本目標などを定める基本構想であ

り、現在の基本構想ではまちの将来像として「ひ

とが輝き 創造し続ける 学園都市・米沢」を基

本理念として、「市民が積極的に参加するまちづ

くり」を掲げるとともに、「挑戦し続ける活力あ

る産業のまちづくり」など６つの基本目標とその

施策の大綱を定めており、計画期間は平成28年度

から令和７年度までの10年間であります。 

  ２つ目が、基本構想で示された基本目標と施策

の大綱を具体的に推進するために必要な施策を

分野別に体系化して定める基本計画であり、基本

計画は基本構想の10年間を前期と後期それぞれ

５年間に分け、現在は令和３年度から令和７年度

までの後期５か年の期間中となっております。 

  基本構想で定めた６つの基本目標の下に合計30

の施策の体系を定め、それぞれの現状と課題、施

策の目指す姿、施策での取組、目指す目標値を示

しております。 

  ３つ目が、基本計画で定めた施策を実現するた

めの個別の事務事業を定め、予算編成の指針とな

る実施計画であり、１期３年間の計画を１年置き

に策定し、３年目の計画をローリング方式で見直

す仕組みを取っております。現在、現行基本構想、

基本計画の最終となる令和６年度、７年度の２か

年間の第５期実施計画を策定しているところで

あります。 

  次に、これまで８年間取り組んできた実績につ

いて、具体的な項目を幾つか御説明いたします。 

  前期基本計画において重点事業として掲げてい

た東北中央自動車道建設促進事業につきまして

は、国などへの働きかけを行った結果、東北中央

自動車道福島～米沢北間が平成29年度に開通し、

翌年度には（仮称）道の駅よねざわ整備事業とし

て掲げていた道の駅米沢をオープンすることも

できました。 

  また、計画策定時、極めて厳しい財政状況を受

けて重点事業として掲げていた財政健全化の推

進につきましては、平成26年度に98.1％まで上昇

した経常収支比率が近年は90％台前半で推移す

るとともに収支状況も改善し、その結果、財政調

整基金と公共施設等整備基金を合わせた基金残

高は平成26年度末の約13億円から令和４年度末

には約42億円となり、財政状況が大きく改善され

ました。 

  さらに、前期と後期の基本計画それぞれの重点

事業に掲げて取り組んできた米沢市立病院の整

備につきましては、皆様御承知のとおり、去る11

月１日に市立病院と三友堂病院が同時開院し、両

病院が機能分化・医療連携を行いながら地域医療

構想の実現に向けて取り組む体制が構築されま

した。 

  次に、見直さなければいけない点や継続しなけ

ればいけない点についてでありますが、令和７年
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度の完了を目指す新たなまちづくり総合計画の

策定に当たり、現行の後期基本計画に登載した各

施策の取組状況について、その進捗状況や課題な

どを評価・検証し、見直しを行う必要があるもの

や引き続き実施していく必要があるものについ

て整理を行う予定としております。 

  その内容につきましては、議会とともに今後設

置予定の総合計画審議会などにもお示しし、そこ

でいただいた御意見を新たな計画策定に生かし

ていきたいと考えております。 

  また、後期基本計画の後期重点事業に掲げた人

口減少社会への対応につきましては、現時点にお

きましても本市にとって最も大きな課題である

と捉えておりますので、新たな総合計画において

も人口減少に対応する施策を重点的に検討して

いく必要があると考えております。 

  なお、新たな総合計画の構成と計画期間につき

ましては、現時点では現行計画と同様に、基本構

想が令和８年度から令和17年度までの10年間、基

本計画がその10年間を前期・後期それぞれ５年間

に分割した期間とし、実施計画は１期３年間の計

画を１年置きにローリング方式で策定する方向

でありますが、この内容につきましても今後議会

や総合計画審議会などから御意見をお聞きし決

定したいと考えております。 

  次に、新たな計画策定に向けたスケジュールや

体制などについて御説明いたします。 

  策定に向けたスケジュールの概要でありますが、

今年度末から準備を進め、来年度、令和６年度に

は先ほど申し上げました現行計画の施策の評

価・検証を行い、現行計画を基にした施策の見直

し作業を行ってまいります。また、各分野の有識

者などを委員とする総合計画審議会を設置し、

様々な検討段階で御意見をいただくとともに、市

民アンケートのほか、市民参加のワークショップ

の開催などにより、できるだけ多くの市民の方か

らも様々な御意見をいただきたいと考えており

ます。こうした取組を行いながら令和６年度末を

目標に基本構想（案）の取りまとめを行いたいと

考えております。 

  令和７年度におきましては、基本構想（案）に

基づき、前期基本計画の施策の検討や重点事業の

設定などを段階的に進め、最終的に基本構想、基

本計画の議会の議決をいただく予定としており

ます。また、それらと並行して、令和８年度の予

算編成に向けて第１期実施計画の策定にも取り

組む予定であります。 

  次に、策定体制についてでありますが、審議機

関としましては、先ほど申し上げました総合計画

審議会を設置するとともに、庁内体制としては副

市長を委員長とし、部長級職員を委員とする総合

計画策定会議を組織し、各策定段階で庁内各部署

間の調整を行うこととしております。また、具体

的な施策の検討に当たっては、各部署から職員を

選抜し組織横断的なプロジェクトチームを設置

することにより、部署間の連携をしっかり取りな

がら施策を練り上げていきたいと考えておりま

す。 

  議会との協議につきましては、本市の最上位計

画であり、各分野にまたがる幅広い内容であるこ

とから、通常の分野別の計画策定以上に各段階に

おいて丁寧な説明を行った上で御意見を頂戴し、

その内容を計画に反映していきたいと考えてお

ります。 

  次に、計画策定における外部委託の内容につい

て御説明いたします。 

  これまでの総合計画の策定におきましてもアン

ケート調査の集約や総合計画審議会の運営支援

などの事務的な部分に関しては策定業務の一部

を外部委託しており、新たな計画策定においても

同様の範囲で外部委託を考えております。 

  将来像や基本理念、基本目標、施策など計画の

具体的な内容につきましては、これまでの計画で

も新たな計画でも職員自らが考えていくもので

ありますので、多くの職員の知恵を出しながら計

画策定を行ってまいります。 
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  なお、自治体間で似通った総合計画があること

につきましては、あらゆる行政分野を網羅する総

合計画の性質上、計画の構成や内容が類似してし

まうことがあるものと思っております。 

  しかし、現行計画では、本市に３つの高等教育

機関がある学園都市としての強みを最大限生か

した総合計画とするなど、独自性を持たせた計画

としているところであります。 

  本市には多くの地域資源があり、その中にはほ

かの自治体にはないもの、他の自治体よりも優れ

ているものがたくさんあると思っております。そ

れらを市民の皆様と共に掘り下げながら新たな

総合計画における独自性を打ち出し、米沢らしい、

そして市民の皆様が誇りを持てる計画となるよ

う進めていきたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○２１番（鳥海隆太議員） ありがとうございまし

た。 

  私からは、手続といいますか、進め方、これを

確認させていただきたいと思います。壇上でも申

し上げました。答弁でも含まれておりました。 

  実は、その検証です。私は、これは非常に大切

なものだと。どうするかという未来を描くのも大

切ですが、同じぐらい検証も、どうだったとかと

いう検証は非常に大切で、緻密とは言いませんけ

れども、しっかりと細かく検証していく必要があ

って、それを引き続き行っていくのかどうなのか

というところまで考えなければいけないと思う

わけであります。 

  その検証をいつ頃から始めて、いつ頃までに終

わらせるのかというところと、一緒に質問させて

いただきますが、先ほど「議会へ」ということも

おっしゃっておりました。検証の結果とかそうい

うものは議会にも知らせていただけるのか、どう

いう進め方をされるのかお聞かせいただきたい

と思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 検証については、議員お

述べのとおり、とても大事な作業だと思っており

ますので、そこはしっかり対応していきたいと、

期間につきましては、恐らく来年度の前半でそう

いったところをやっていかなければいけないと

思っております。 

  その上で、当然ですけれども、先ほど申し上げ

ましたように、議会に対しては丁寧に説明してい

きたいと考えておりますので、それぞれの段階、

特に検証した段階でそういった内容をなるべく

分かりやすい形でまとめて、議会にもお示しして

御意見を頂戴し、それを次の施策にもしっかり反

映していきたいと考えております。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○２１番（鳥海隆太議員） 少し時間が飛ぶかもし

れないのですが、今説明いただいたことを経て最

終的に議会に議決を求めるということになろう

かと思いますが、議決を求める、それはいつ頃を

考えていらっしゃるでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 まだはっきりしたことは

申し上げられませんけれども、令和７年度の９月

または12月あたりを今の段階では考えていると

ころであります。ある程度周知期間も取りながら

ということで、そういった時期を考えているとこ

ろでございます。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○２１番（鳥海隆太議員） 令和７年度の９月もし

くは12月ということです。仮に９月としたときに、

検証が来年の半ばぐらいまで、９月ぐらいまでと

考えたほうがいいかと思いますが、９月まで作業

が入ると。その後、お知らせいただいたり、審議

会で見直しを行ったりとかするわけです。その後

になるのでしょうか。市民の御意見もお聞きする

という作業が入ってきて、その意見を聞きながら

また調整していろいろなアイデアを出しながら

ということになると９月では物すごくタイトだ

と感じるわけです。 
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  私は、早いとか遅いとかではなくて、冒頭で申

し上げたように本市にとって総合計画というの

は非常に大切なものだし、まちづくりがこれで全

て決まってしまうと言っても過言ではないと考

えるわけです。そういうことを考えると、しっか

りと魂を込めて、未来を見詰めてつくらなければ

いけない。そういう作業は、12月でも９月でもど

ちらでもいいですけれども、しっかりと手順を踏

みながら行っていただきたいと感じますし、恐ら

く皆さんのことですから議会にもお知らせいた

だけるだろうと思うわけです。そういうことを考

えて、ロードマップではないですけれども、そう

いうのをしっかりと立てて進めていただきたい

と思うわけなのですが、その点については大丈夫

ですか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 一番最初に議員お述べの

とおりロードマップをしっかり作成した上で、そ

れを議会にも当然お示しした上で、その流れにつ

いても御意見をお伺いしたいと考えております

し、ステップを終わってから次のステップに移る

ということではなくて、例えば評価するところと

市民の意見を並行して聞くところというのはあ

る程度重複した期間もあるかと思っております

ので、しっかり市民の声を聞く機会とかそういっ

たところを取れるようにした上で、職員が知恵を

出し合って施策を検討する時間もしっかり取っ

ていきたいと考えております。 

○相田克平議長 鳥海隆太議員。 

○２１番（鳥海隆太議員） 今回の質問は、先ほど

スケジュール、時間的な話をしたときに、いかに

時間がないかということを認識していただいて、

ほかをコピペしたようなものではなくて、しっか

りと自分たちの言葉で、しっかりと自分たちで未

来を見据えて、しっかりと皆さんからの意見を聞

いて、そういう計画をつくってほしいということ

でありますので、その細部については、中身につ

いては格別問うたりいたしませんけれども、そう

いうことを念頭に置いて、肝に銘じて進めていた

だきたいという私からのエールと受け取ってい

ただければと思いますので、よろしくお願い申し

上げて、今回の質問を終了したいと思います。 

  以上です。 

○相田克平議長 以上で21番鳥海隆太議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１１時３５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 １時００分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、人口一極集中問題の解決のために本市が

できることは外１点、５番髙橋英夫議員。 

  〔５番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○５番（髙橋英夫議員） こんにちは。日本共産党

市議団の髙橋英夫でございます。すぐに質問に入

りたいと思います。 

  大項目の１つ目は、人口一極集中問題の解決の

ために本市ができることであります。 

  現代日本においては、大都市以外の市町村は少

子高齢化が進行し、地域経済が縮小、年々人口が

減少する一方です。この問題に深く関係するのが

人口一極集中問題です。地方の若者が進学や就職

などで一たび東京などに流入すると、利便性、楽

しさ、刺激の多さ、イベントの多さ、仕事の選択

肢の多さ、給料の高さ、自由度の高さなどから地

方への移住がしにくくなり、ますます地方の少子

高齢化に拍車がかかります。 

  この傾向に歯止めをかけ、人口を地方に分散さ

せるためには、１つ目として、地方における産業

振興や観光振興、移住促進などを通じて地方の魅

力を高め、人々が地方に移住することを促す施策、

２つ目として、テレワークやデジタル技術を活用
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して、地方に住みながら都市部で働くことができ

る環境を整備する施策、３つ目として、中央省庁

や企業の本社機能を地方に移転することで、地方

に雇用を生み出し、地方経済を活性化する施策、

４つ目として、地方と都市部を結ぶ高速道路や新

幹線などの交通インフラを整備することで、地方

と都市部の移動をスムーズにする施策などが考

えられますが、これらを総合的に実施することで

課題解決が徐々に進むのではないでしょうか。 

  今回、私は、今述べた４項目のうちの１項目め、

地方における産業振興や観光振興、移住促進など

を通じて地方の魅力を高め、人々が地方に移住す

ることを促す施策について質問してまいります。 

  小項目の１は、本市が環境省に申請する脱炭素

先行地域の事業が選定されたことを想定し、補助

金を活用して脱炭素の取組を実現しようとする

とき、本市の産業振興や雇用の増大についてどの

ような可能性、数値目標を掲げることができるの

かという質問です。 

  ＲＥ100を目指す環境省の脱炭素先行地域につ

いては、私が昨年６月定例会の一般質問で取り上

げ、ぜひ本市でも名乗りを上げるべきと提案させ

ていただいた案件です。 

  本市のこれからの産業振興を考えるとき、地球

温暖化を抑制するための有効な取組である脱炭

素化に向けての活動や仕事がそのまま地場産業

になるのであれば、理想的なまちおこし、仕事お

こしとなります。地球にとって、日本にとって、

米沢にとって必要不可欠な脱炭素化の取組が米

沢のシティプロモーションにもつながり、地域経

済の起爆剤となるのです。米沢の地域経済の活力

も米沢の景色も大きく変貌させ得る本事業です

が、市民への周知はこれからという段階でありま

す。 

  本事業が動き出した場合、地元の雇用が大きく

増大していくことが想定されますが、どこにどの

ような可能性があり、どのように数値が伸びてい

くのか、もしシミュレーションされたものがあり

ましたらぜひお示しいただきたいと思います。 

  小項目の２は、観光振興に関するものです。 

  新型コロナウイルス感染症が５類に移行して、

大分観光客の入り込み数も回復していることと

思います。ですが、私は米沢へ観光で訪れる人た

ちの多くは周遊型ではないかと懸念しています。

上杉神社、林泉寺、御廟所、上杉博物館、上杉城

史苑、道の駅米沢などの観光名所は巡るけれども、

宿泊は米沢以外の温泉地、このようなパターンの

観光客の割合が高いのではないでしょうか。 

  米沢、置賜の観光を振興して経済を活性化させ

るには滞留型の旅行のパターンを増やす必要が

あります。そのためにはどのような工夫が必要で

しょうか。 

  １つのエリアの中で見どころの数が少なければ

周遊の対象になってしまいますが、見どころの数

が多ければ泊まりがけの対象となります。エリア

を米沢市だけに絞り込むと見どころは少なめで

すが、県南エリア、置賜全体に広げると一気に見

どころは増えます。 

  私は、今年５月に初めて飯豊町の水没林を見て

きました。予約がいっぱいでカヌーに乗ることは

できませんでしたが、景色のすばらしさには大変

感動しました。魅力的な観光スポットですが、米

沢の市街地から僅か40分程度の距離です。米沢の

観光スポットではないから別物と考えていまし

たが、僅か40分の距離ということは、同一の経済

圏、生活圏と言っても過言ではありません。そう

であるならば、米沢を訪問してくれた人に「いい

観光スポットがあるよ」と胸を張って紹介できる

のではないかという考えに至ったのです。 

  そのように発想を転換して、県南エリアにある

観光スポットを全部ひっくるめて米沢への観光

客にお勧めできる見どころとするならば、春夏秋

冬を通して滞留型のプランを提供できるのでは

ないでしょうか。置賜３市５町が連携し、県南エ

リアにお金を落としていただくパターンの旅行

商品を開発すれば滞留型の旅行者を増やすこと
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ができるのではないかと考えますが、いかがでし

ょうか。 

  小項目の３つ目、移住定住ウェブサイトもリニ

ューアルし、新型コロナウイルス感染症の５類へ

の移行で人の流れを生み出す条件が前進してい

ると考えるが、この間の移住・定住の取組の進捗

状況はどうなっているかです。 

  この春からリニューアルスタートした移住定住

ウェブサイト「米沢住」及び同じコンテンツによ

る紙媒体のパンフレット「米沢住」は、どちらも

とてもデザインのセンスもよくて、文章も練り上

げられていて、すばらしい仕上がりになっている

と思います。 

  ５月には新型コロナウイルス感染症が５類に移

行し、人の動きが大きく変化しました。米沢市へ

の移住・定住に関する情報発信もいい形でできて

いる、人も動きやすくなっているという新しい局

面を迎えて、本市に対する関心はどう変わってき

ているのか、どんな反応が現れているのかお伺い

いたします。 

  次に、大項目の２に移ります。 

  大項目の２は、本市における猫対策はどうなっ

ているのかです。 

  先日、猫ボランティアを自主的にやっていると

いう市民の方からお話をいただき、それを受けて

私自身もいろいろと調べさせていただく中で、解

決が急がれる案件であると考え、一般質問で取り

上げさせていただくことにしました。 

  小項目１は、不妊去勢手術に対する補助金制度

を設けるべきではないかです。 

  猫ボランティアの方々は、飼い主のいない猫、

野良猫を捕獲して不妊去勢手術を施し、術後は元

いた地域に帰すＴＮＲ活動というものを行うわ

けですが、これに要する費用は現時点では100％

自前なのです。不妊去勢手術の費用は雌が２万円

から４万円、雄は１万円から２万円とのことです。 

  猫の繁殖力は物すごくて、生後４か月から６か

月で妊娠できるようになり、交尾すると妊娠率は

ほぼ100％、一度に４頭から８頭、平均５頭を産

みますので、１頭の雌から１年で20頭以上、２年

で80頭以上、３年では2,000頭以上になると環境

省では試算しています。野良猫が手術を受けない

まま地域に放置されるとあっという間に頭数が

増え、鳴き声、ふん尿、死骸などの様々な問題に

発展してしまいます。 

  かわいそうな目に遭う猫を減らしたいという猫

への愛情から、猫ボランティアの方々は自前で手

術費を捻出していますが、当然限界もあります。

飼い猫の所有者が自己責任で手術費用を負担す

るのは当然ですが、猫ボランティアが地域と猫の

幸せを思って善意で野良猫の手術を行う場合の

費用を個人が負担するしかないというのはあま

りにも酷な話ではないでしょうか。 

  置賜３市５町においては、南陽市、長井市、高

畠町で補助金の制度があり、南陽市では雌１頭に

つき１万1,000円、雄は5,500円、長井市では雌１

頭につき１万円、雄は5,000円、高畠町では個人

対象では雌１頭につき１万円、雄は5,000円、団

体対象では雌１頭につき１万1,000円、雄は5,500

円という補助金が交付となります。 

  この金額で猫ボランティアの方の負担がゼロに

なるわけではありませんが、あるとないとでは大

違いです。米沢市でもこのような補助金制度を設

けるべきと考えますが、いかがでしょうか。 

  小項目の２は、猫問題の受皿となり得る愛護団

体の組織化を模索すべきではないかであります。 

  先ほど南陽市、長井市、高畠町の補助金の額を

紹介いたしましたが、高畠町では不妊去勢手術へ

の補助金に加え、地域猫活動に対する補助金も行

っています。 

  地域猫活動とは、最終目的は、望まれずに生ま

れてきた不幸な猫たち、迷惑な飼い主のいない猫

を地域猫として管理し、今以上に増やさないこと

と、命を受けてしまった猫たちが地域環境の中で

できるだけ快適に長生きできるようにというこ

とです。活動の内容は、不妊去勢手術を施した上
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で、給餌、給水、トイレの管理となります。 

  高畠町では、地域猫活動に対して、治療費、搬

送費、備品費、飼料費その他を交付しています。 

  猫ボランティアの方々は猫が大好きな方々であ

り、猫と人との共生を追求しておられます。その

方々が個人ではなく愛護団体としての一つのま

とまりとなり、高畠町のような経済的支援を受け

ることができるならば、不幸な猫が増える前の段

階の活動が画期的に前進するのではないでしょ

うか。本市でも猫問題の受皿となり得る愛護団体

の組織化を模索してはいかがでしょうか。 

  以上で壇上からの質問を終了いたします。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

  〔佐藤明彦市民環境部長登壇〕 

○佐藤明彦市民環境部長 私からは、初めに１の人

口一極集中問題の解決のために本市ができるこ

とはのうち、（１）脱炭素先行地域の取組は本市

の産業振興のために有効な施策と考えられるが、

具体的にはどのような可能性、数値目標があるの

かについてお答えさせていただきます。 

  環境省が全国100地域をモデル地域として選定

する脱炭素先行地域の選定に向けた取組につき

ましては、本年10月13日に開催された全員協議会

におきまして今後の進め方の方向性を説明させ

ていただいたところでございます。 

  現在は、脱炭素先行地域づくりに選定された場

合を想定して、事業採算性、持続可能な実現性の

高い事業とできるよう、地域金融機関、電力小売

事業者、再生可能エネルギー発電事業者、電気設

備製造業者、建築施工事業者など関係分野の事業

者との調整を進めているところでございます。 

  雇用の予測等の数値目標につきましては、現在

進めている脱炭素先行地域に係る環境省への申

請段階において数値等を定めていくことになり

ますが、雇用の予測等につきましては環境省から

提供されている米沢市の地域経済循環分析が参

考になるかと思いますので、御紹介させていただ

きます。 

  それによりますと、本市ではエネルギーを取得

するために外部へ流出しているエネルギー代金

は約197億円であります。また、本市は熱エネル

ギーで換算してエネルギーの総消費量の約4.61

倍の再生可能エネルギーの導入ポテンシャルが

あると分析されております。 

  全てのポテンシャルを再生可能エネルギーとし

て導入、活用できるわけではありませんが、再生

可能エネルギーの導入を進め、エネルギーの地産

地消が実現すれば、仮に域外に流出しているエネ

ルギー代金の３分の１に当たる約65億円を市内

にとどめて、これを地域内循環させることができ

れば新たな地域経済循環が生まれ、雇用も創出さ

れます。また、雇用の創出により、雇用を求めて

域外からの人口の流入や、本市の若者の域外への

流出が食い止められ、暮らし方に変化が現れるこ

とを想定しております。 

  先行された岩手県久慈市の例でございますが、

モデルとした経済波及効果の試算分析では、太陽

光発電が５メガワット導入された場合の地元へ

の経済波及効果は約1.8億円であり、これは188人

の移住者の増加、１万8,880人の観光客の増加に

相当するとしております。 

  再生可能エネルギーの導入が進むことは、雇用

が増大するなどの効果が生まれ、安価な電力の供

給により、地域が豊かに、暮らしが快適になると

認識しております。 

  次に、２の本市における猫対策はどうなってい

るのかについてお答えいたします。 

  初めに、（１）不妊去勢手術に対する補助金制

度を設けるべきではないかについてですが、近年

の本市における猫に対する相談は、令和４年度が

17件、うち飼い猫が７件、野良猫７件、その他３

件でございます。今年度は11月24日現在で15件―

―内訳は飼い猫６件、野良猫８件、その他１件で

ございます――の相談を受けておりますが、この

うち２件につきましては昨年度からの継続案件

となっているものが含まれております。 
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  このような相談を受けた場合は、指導や勧告、

立入調査などの権限を持つ置賜保健所と情報を

共有し、合同で現地確認を行い、状況に応じた指

導及び助言を行っております。 

  今年度寄せられた相談には、野良猫への置き餌

による餌やり、ふんの問題、多頭飼育による生活

崩壊など、当事者だけでは対応が困難となってし

まった案件も見受けられます。このような案件に

対しましては、置賜保健所のほか、猫の保護活動

に取り組んでいるボランティア団体とも相談し、

まずは当事者の意識と生活の回復を行い、その後、

当該猫の処遇について対策を検討しております。 

  特にボランティア団体との猫対策においては、

多頭飼育となっている猫などを譲渡会につなげ、

里親探しのサポートをお願いしております。その

中で大きな課題となっているのが不妊去勢手術

費用の負担とお聞きしております。また、傾向と

して、多頭飼育や、むやみな餌やりをしてしまっ

ている方には不妊去勢に対する意識の低さを感

じざるを得ないところもございます。 

  このような猫の不妊去勢に対する補助事業につ

いてですが、県内では公益社団法人山形県獣医師

会が年間１回――今年度は７月３日から21日ま

での期間になります――猫の不妊去勢手術費用

の補助を行っており、県内で飼育されている猫に

対し雌１匹当たり5,000円、雄１匹当たり3,000円

の補助を行っております。また、県内の自治体で

も飼い主のいない猫や多頭飼育などを対象とし

た補助制度を整備する自治体が増えてきており

ます。 

  本市としましては、猫の不妊去勢手術の基本は

本来飼い主が飼育を行う上で当然果たすべき責

任・義務があると考えておりますが、昨今の相談

内容や対応策の難しさを見る限り、市民生活を守

る上でも課題解決に向けて猫の不妊去勢手術に

対する補助制度の重要性は増しているものと認

識しております。現在、先進事例や近隣市町の整

備内容を研究しながら補助制度の整備について

前向きに検討を進めているところでございます。 

  次に、（２）猫問題の受皿となり得る愛護団体

の組織化を模索すべきではないかについてです

が、置賜保健所をはじめ関係機関と情報交換など

を行いながら協議したいと思っておりますが、今

後の取組体制などを考えますと市内にそのよう

な団体があることは様々な相談へ協力体制を築

くことも可能になりますので、相談への対応も早

くできるのではないかとの期待感もございます。 

  本市としましては、まずは不妊去勢手術費用の

補助制度の整備を中心に進め、同時に団体の組織

化など自発的な行動が起こることを期待してお

り、そのような団体などが立ち上がった際には、

地域で起きている猫に関する問題に対応できる

体制を整えられるよう研究していく考えでござ

います。 

  私からは以上でございます。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、１の（２）地元に

お金が落ちる観光振興を図る必要があると考え

るが、そのためには米沢市のみならず、県南エリ

アを視野に入れたツアー商品などの開発が必要

ではないかについてお答えいたします。 

  今年から本市の観光施設等につきましてもイン

バウンドを含め観光客が増加していることから、

観光振興の取組により、さらに市内への交流人口

を増加させることで、観光施設や宿泊事業者だけ

でなく、飲食業、小売業、交通関連事業所など幅

広い分野への経済波及効果が期待されておりま

す。 

  一方で、本市における観光は、これまで上杉文

化エリア周辺や道の駅米沢などの主要な観光ス

ポットのみに短時間滞在する通過型の観光が多

くなっており、いかに滞在時間の長期化を図り、

観光消費額を増加させ、地域経済の活性化につな

げていくかが課題となっております。 

  加えまして、近年の観光動態として、ウェブサ
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イト、ＳＮＳなどを活用した情報発信が広く浸透

し、観光に関する多様な情報に触れることが可能

となったことから、観光客がより多くの観光地を

巡りながら様々な観光資源を楽しむ傾向が強く

なっており、１つの観光地だけでは観光客を十分

に満足させることは難しい状況となっておりま

す。 

  このような観光客の行動範囲の拡大やニーズの

多様化に対応していくため、本市におきましても

観光エリアを市内だけに限定せず、置賜地域や福

島市、喜多方市、会津若松市などの近隣の自治体

と連携しながら、観光客をエリア内で回遊・滞在

させる取組を戦略的に展開していくことで、相乗

効果を図りつつエリア全体の経済の活性化につ

なげていく必要があると考えております。 

  とりわけ置賜３市５町につきましては、自然、

温泉、歴史及び食などの観光資源が数多く存在し

ていることから、連携による高い相乗効果も期待

され、広域観光を推進する上でも非常に重要な地

域であると捉えております。 

  このような認識の下、本市では関係機関、団体

等と連携しながら、それぞれの特色、豊かな観光

資源をつなぎ合わせ、一括して情報を発信するこ

とで訴求力を高めるとともに、エリア内を回遊す

るツアーの造成などにより宿泊や体験プログラ

ムに関する選択肢を増やし、満足度の向上や滞在

時間の延長につなげていくための各種取組を行

っております。 

  具体的な取組としまして、道の駅米沢におきま

しては、県及び置賜３市５町のパンフレットやポ

スターなどを設置するとともに、デジタルサイネ

ージなども活用しながらリアルタイムで置賜管

内の様々な情報を提供しているほか、館内の総合

観光案内所では国内旅行の取扱いができる第二

種旅行業を有している強みを生かし、置賜エリア

内を中心とした着地型旅行商品の造成、販売を行

っております。 

  その一例として、南陽市のワイナリーでのワイ

ン作り体験や飯豊町でのイチゴ摘み取り体験を

行うツアーなど食と体験プログラムを組み合わ

せた旅行商品は特に人気があり、多くのお申込み

をいただき、実施しているところです。 

  また、山形県及び置賜地域の市、町、観光協会、

観光事業者などで組織する山形おきたま観光協

議会では、置賜エリア内の周遊を促進する取組と

して、赤芝峡や白川湖でのカヌーツアー、十分一

山での気球フライト体験など、置賜管内の新たな

アクティビティーなどをまとめたパンフレット

を作成するなどのプロモーションを展開してい

るほか、各市町の道の駅や御当地スイーツ提供店

を巡るスタンプラリーに加え、舘山城をはじめ置

賜地域に残る伊達家ゆかりの城館である伊達四

十八館をコースの中に組み入れ、町なかを回遊す

るウオーキングイベントなどを実施しておりま

す。 

  さらに、「やまがた冬のあった回廊キャンペー

ン」では、ＪＲ東日本や山形鉄道とも連携を図り

ながら年度ごとに重点ＰＲ地域を設け、キャンペ

ーンの目玉となる観光コンテンツづくりを支援

するとともに、令和２年度からはバスツアー造成

のための旅行会社への支援として置賜地域の観

光地などを２か所以上訪問するバスツアーに対

し助成金を交付する事業を実施しております。 

  また、ポストコロナにおけるインバウンドを呼

び込む取組としては、米沢市版ＤＭＯの実行組織

でありますプラットヨネザワ株式会社が上杉雪

灯篭まつりの開催に合わせ、市内、置賜エリアを

巡る旅行商品を造成するとともに、この11月17日

から３日間にわたり台湾の台南市で開催された

国際トラベルフェアに参加し、プロモーション活

動を行ってきました。今後、さらに台湾における

認知度の向上に努めつつ、現地の旅行業者などと

の関係性を構築していくことにより、さらなる誘

客につなげていきたいと考えております。 

  また、同じ置賜エリアにあります地域連携ＤＭ

Ｏ一般社団法人やまがたアルカディア観光局で
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は、置賜三十三観音巡礼の旅や置賜地酒とワイン

を楽しむツアーなど、置賜全域を対象として回遊

する旅行商品の造成及び販売を行っております。 

  今後とも新たな観光資源となり得る魅力的な旅

行商品の造成に連携して取り組むことにより、さ

らなる回遊促進が図られるように進めていきた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、１の（３）移

住・定住の取組の進捗状況についてお答えいたし

ます。 

  本市の移住・定住の取組は、興味関心をつくる

段階、調べる・つながる段階、会える・相談でき

る段階の３段階を設定し、移住希望者の検討度合

いに合わせて進めております。 

  第１段階である興味関心をつくる段階の取組と

しては、コロナ禍で移動の規制がかかる中で情報

発信力の強化として、ウェブサイトと移住パンフ

レットを本年３月に全面更新いたしました。ウェ

ブサイトのトップページの閲覧件数は、開設から

７か月間で約5,800回あり、更新前の前年同期と

比較して約３倍に伸びております。個別のページ

では移住支援制度や仕事に関するページの閲覧

数が多く、また移住イベント実施時にはイベント

告知のページが多く閲覧されていることから、移

住を考える方にとって必要な情報がトップペー

ジからうまく誘導できているものと考えており

ます。 

  第２段階である調べる・つながる段階の取組と

なる移住の相談状況につきましては、窓口での相

談件数の推移を申し上げますと、令和３年度は25

件、令和４年度は44件と増加しており、今年度も

７か月間で32件の相談があり、前年同期の19件を

上回っております。 

  今年度の相談者の８割以上が首都圏在住で、か

つ相談内容も移住支援制度についての相談が約

７割となっているほか、住まいや仕事、子育てに

関する相談が多く、首都圏から地方移住を考える

方が増えてきていると実感しております。 

  第３段階である会える・相談できる段階の取組

としては、移住体験事業として１泊または２泊で

地域住民と交流を図りながら本市での暮らしを

体験できるお試し暮らし体験事業を実施してお

り、令和４年度の８組13名に対して今年度は現時

点で６組11名の利用があります。 

  また、移住後の支援となりますが、県と市と関

係団体が連携し、移住者に対して、米、みそ、し

ょうゆ１年分を提供する食の支援事業を行って

おり、現時点で21世帯38人から申請があり、既に

昨年度の実績18世帯24人を超えている状況であ

ります。国・県、市が連携し、一定の条件を満た

す東京圏からの移住者に対して基本額100万円を

支援する移住支援事業費補助金につきましては、

令和４年度は１人の方に100万円を支援しており、

今年度も１人の方から相談を受けております。 

  今年度の新たな取組として、首都圏で開催され

る移住希望者を対象としたイベントへの出展だ

けでなく、移住を目的としないイベント、具体的

には９月１日から３日にかけて東京ビッグサイ

トで行われたグッドライフフェア2023に移住相

談コーナーを設けた結果、３日間で129名の方が

ブースに来場され、お試し暮らし体験事業に結び

ついた例もありました。 

  今後も様々な取組により移住促進を図ってまい

ります。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  まず、こちらからの質問の１つ目、先ほど環境

省の脱炭素先行地域事業の話をお伺いしました

けれども、これに認定された場合に使えるのでは

ないかと思われる交付金の規模を考えますと、非

常に大きな規模ですので、数多くの地元事業者と
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の連携が不可欠と考えられます。先ほどの答弁で

も既に様々なジャンルの事業者と事前の話合い

をしているということでございましたけれども、

現時点でのこの事業に関する連携の準備という

のは、具体的に言うと、つまり事業者の数、ライ

ンナップの内容ですが、どうなっているのか、ま

たそういう話合いの中でこの事業に対する認識

の共有の状況であったり期待度の状況などにつ

いてお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 今回申請を予定しており

ます脱炭素先行地域づくり事業につきましては、

その取組の成果が地域の中にしっかり還元され

るというところも大きな採択上の要件となって

おりますので、壇上から御説明させていただきま

したとおり、今、関連する様々な事業者と話合い

をさせていただいているところでございます。 

  今後、具体的に事業を展開していくところも

徐々に話を詰めさせていただきながら、情報を共

有しながら、地域の事業者に関係した事業を展開

してまいりたいと考えておりますし、そこは裾野

の広い分野になりますので、多くの事業者に参画

いただけるものと考えておりますし、またこれは

長期的、継続的な事業になりますので、そういっ

た意味も踏まえて事業者に御協力をいただきた

いと考えておりまして、当然事業者からの期待も

大きいものと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 次ですけれども、10月13

日の全員協議会で示された資料の中に主な取組

のスケジュールというのがありまして、脱炭素先

行地域内というところを見ますと、2023年度、今

年度中に家庭用太陽光業者公募というのがあり

ました。この公募というのは、その主体は本市な

のか、それとも新電力なのか、どちらですか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 ただいまの御質問につき

ましては、本市が事業主体となりまして、民間事

業者を公募しておりますので、新電力という会社

を特定したものではございません。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） それとは別に、新電力の

ＰＰＡ事業というのは、今回の脱炭素先行地域事

業への申請にかかわらず、既に存在していたと私

は認識しておりますが、それでよろしかったでし

ょうか。 

  そして、仮に脱炭素先行地域に今回認定されな

かった場合でも地元の新電力のＰＰＡ事業とい

うのは進捗していくものだと考えてよろしいか

どうか。その場合は、脱炭素先行地域の対象とし

て今回想定されている上郷、窪田、万世、山上の

４地区にかかわらず、市内全域が新電力のＰＰＡ

事業の対象になると考えていいものかどうか、分

かったら教えてください。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 今、議員がおっしゃいま

した新電力につきましては、地域にあるおきたま

新電力のことを指しているかと思いますけれど

も、お聞きするところによりますと、おきたま新

電力では小売電気事業者としてのほかに太陽光

のＰＰＡなどについても事業計画として進めて

いきたいという話を伺っております。直近でも確

認させていただいておりますけれども、現在は事

業者向けのＰＰＡを検討しているということで、

今回の脱炭素先行地域とはまた別な形で会社独

自として進められるということをお伺いしてい

るところでございます。今回の脱炭素先行地域と

は別な形になりますので、市内全域を対象に、ま

ずは事業者から始められるということで確認さ

せていただいているところでございます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 次に、さっきの観光振興

の話で、産業部長から、現在道の駅で旅行業とし

て様々な商品をつくってきたという話でござい

ましたので、その点についてお伺いいたします。 

  今まであまりどういう商品があったかという情



- 24 - 

報がなかったものですから、興味を持って伺った

ところでしたけれども、例えば旅行商品の中に宿

泊込みの商品、パックが存在するかどうか。そう

いったものに対する食いつきといいますか、もし

どうだったのか分かれば教えてください。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 宿泊込みの旅行商品について

はございました。 

  そのほか具体的な実績についてお答えさせてい

ただきたいと思いますけれども、令和２年度につ

きましては旅行商品の造成数20件、しかしながら

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりま

して、催行の延期であったり中止ということから

実績としては１件２名ということでありました。 

  次いで令和３年度につきましては、県の「県民

泊まってお出かけキャンペーン」などの支援策も

ありましたので、旅行商品を多数造成いたしまし

た。具体的には造成数67件、実績として55件で

4,855名の方に御利用いただいたということです。 

  昨年、令和４年度につきましては造成数20件、

そして実績として13件3,424名の方に御参加いた

だいております。 

  ここ３年間の合計で旅行商品の造成数は107件、

実績として69件8,281名の方に御利用いただいた

というところでございます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 私が想定というか、思っ

ていたよりも随分たくさんの利用があるという

印象を受けました。 

  こういった販売実績の中から、どうでしょう、

成果と課題というあたりでは、令和２年から３年

が経過している中で成果と課題が浮き彫りにな

っているかどうか、もし分かっていれば教えてく

ださい。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 まず成果ですけれども、今回

こういう取組をした結果、地元の方以外にはあま

り知られていないスポットであったり事前の予

約が必要な観光施設などについて、旅行商品全体

としてパッケージ化して提供することができた

ということ、その結果、置賜エリア内の新たな観

光資源の掘り起こしにつながり、その結果、回

遊・滞在の促進にも寄与できた、結果的に地域経

済の活性化にもつながったと考えているところ

です。 

  以上です。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 今の件について確認です

けれども、そもそも道の駅は県南エリアのゲート

ウエー機能を持たせるということで出発してい

ます。あそこの場所での販売がメインではないか

という感じで、いっときそういう話もあったわけ

ですけれども、今の話を伺えば、相当な状況とい

いますか、お客さんへの県南エリアの紹介だった

りツアーだったりということで成功していると

いうことで、米沢市以外の２市５町の皆さんから

はそういうゲートウエー的な機能を頑張って果

たしてもらっているという評価を受けていると

考えてよろしいですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 道の駅米沢につきましては、

開業以来、今年８月で来館者数が900万人を超え

ております。今お話がありましたように、市内及

び置賜圏域への周遊を図ることがゲートウエー

機能最大の目的であると思っております。 

  先ほどいろいろ御紹介させていただきました着

地型旅行商品の造成、販売に加えまして、さらに

置賜地域内のイベント、旬の食などの観光情報に

つきましても情報発信に努めてきております。ま

た、管内の観光地や店舗などのお得な情報や割引

クーポンなどを載せた「まちナビカード」の設置

なども行いながらエリア内への誘客を図ったこ

とから、地域経済の活性化に寄与することができ

ていると考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 次に、移住定住ウェブサ
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イト「米沢住」についてお伺いしたいと思います。 

  今、観光振興という視点から現在の置賜全体を

捉えて、それを発信してツアー商品にする中で成

功しつつあるという話を伺いましたが、「米沢住」

の中で移住希望者に対して様々な情報を発信し

ておられます。例えば「６つの魅力」というペー

ジがあったりしますけれども、その中に地域の見

どころ、楽しいところを加えたらどうかと思った

のです。つまり移住希望者にとって、米沢市とい

うエリアに限定すると例えば米沢市のホームペ

ージに観光ナビがありますけれども、そこは米沢

市の観光スポットです。移住希望者からすると米

沢市だけでなくて、その周辺にはいろいろなとこ

ろがあるということを知ることができれば魅力

が増えるのではないかという気がします。 

  具体的には、先ほど産業部長から話がありまし

たけれども、私なりに考えたのは、先ほど紹介し

た飯豊町の水没林であったり白川ダム湖畔オー

トキャンプ場、どんでん平のスノーモービル、長

井市の黒獅子まつり、三淵渓谷、水陸両用バスで

あったり、南陽市ではパラグライダーですとか、

熊野大社、高畠町では瓜割石庭公園であったり、

亀岡文殊、高畠ワイナリー、そのほかに、先ほど

紹介ありましたけれども、置賜全域にある伊達家

の城館の数々、これらは米沢に住んだら楽しみ方

がこんなにあるぞというスポットだと思うので

す。移住を検討する人にとっては、この地域には、

米沢市に限らず、その周辺地域にはどんなアクテ

ィビティーがあるかという要素も非常に重要だ

と思うのです。 

  今後、もし「米沢住」を更新される際にはこう

いったページもぜひ取り入れていただきたいも

のと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 ウェブサイトにおける本

市を含む県南エリアの紹介につきましては、山形

おきたま観光協議会が開設している「おきたま観

光ポータル」という観光サイトがございます。こ

れが非常に見やすくて分かりやすいと思ってお

りますので、分かりやすく置賜地域の見どころ、

遊びどころ、イベントを紹介しております。「米

沢住」のサイトとリンクを調整しまして、移住相

談などでも活用していきたいと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 移住希望者向けあるいは

移住者同士の交流イベントについてお伺いしま

す。 

  この間、９月30日に旧三沢東部小体育館で移住

者向け交流会「なんじょや会」があったそうです。

それから、11月26日にはやまがた移住・交流フェ

アというところで米沢移住ブースが開設された

と。この後、12月３日にはペンション「おもちゃ

ばこ」で「なんじょや会」がまた開催される予定

があるそうです。 

  ９月30日の「なんじょや会」あるいは11月26日

のやまがた移住・交流フェアでの米沢移住ブース

に対する参加者といいますか、やってきた方たち

の反応はどんなものだったのか、様子や特徴等を

御紹介していただけますでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 ただいま議員から御紹介

いただきました、９月30日に開催いたしました

「第２回なんじょや会」は、旧三沢東部小学校の

体育館を利用して移住者同士の運動会を開催し

て、当日11名の方が参加されました。参加者から

は「移住者同士のつながりができる非常に貴重な

機会だった」という声もいただいております。 

  また、11月26日のやまがた移住・交流フェアで

は、県内32市町村が参加しまして、本市への相談

者は15組18名の方が相談に来られたということ

で、この際、商工会議所の担当者も同行したこと

から、仕事の相談にもスムーズに対応することが

できたと聞いております。 

  また、今後12月３日には「第３回なんじょや会」

がありますので、こちらにつきましては米沢スキ

ー場にあるペンション「おもちゃばこ」を会場と
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してクリスマスオーナメントを作るワークショ

ップを予定しているところであります。現時点で

14名の方がお申込みいただいているという状況

でございます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 移住者あるいは移住希望

者対応の事例を紹介したいと思います。 

  長野県原村の事例ですけれども、原村では平成

20年度から28年度までの９年間で127組244人が

移住したそうです。移住希望者は移住先での新し

い生活に不安を抱えていることが多いというこ

とで、原村では研修を受けた移住者等で構成され

る原村田舎暮らし案内人の育成を開始したそう

です。先輩移住者の視点で移住希望者に原村暮ら

しの魅力を発信するとともに、個別の相談対応や

案内人宅でのお試し生活体験の機会の提供など、

移住希望者のサポートを実施しているそうです。 

  私は、本市への移住・定住の促進を図る上で、

こういった田舎暮らし案内人のようなものや、移

住者同士がつながり、コミュニティーを形成する

移住者ネットワークといった存在は非常に重要

と考えております。移住定住サイト「米沢住」の

コンテンツの一つとして、このような人やコミュ

ニティーがあるから安心だよという内容のペー

ジが必要であると強く思いますけれども、いかが

でしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 先ほど申し上げました

「なんじょや会」などの移住者同士の交流の様子

につきましては、順次「米沢住」のウェブサイト

でもイベントレポートとして紹介していく予定

としております。こうした移住者ネットワークが

しっかり形成されているという安心感を積極的

に情報発信し、移住推進に努めていきたいと考え

ております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 地方のまちへの移住・定

住を促進するには、１つ目は住宅の支援、２つ目

には就職の支援、３つ目は子育ての支援、４つ目

は教育の支援、５つ目には医療の支援などを総合

的に実施することが求められていると思います。 

  住宅支援に関して、この間、どれほど支援数が

あったのかお伺いしたいと思います。 

  本市では住宅リフォーム支援事業費補助金とい

う制度があって、通常は工事費の10％、限度額15

万円のところ、移住世帯ならば工事費の20％、限

度額30万円というものがあります。過去３年程度

のデータでよいので、年度ごとの移住世帯の支援

数を教えてください。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 住宅リフォーム支援事業費補

助金の移住者における補助金申請の実績につき

ましては、令和２年度は１件で補助金交付額が30

万円、令和３年度は０件、令和４年度につきまし

ては５件で交付額が129万円、令和５年度につき

ましては10月末現在５件で交付額78万円の申請

があったところでございます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） それと併せまして、本市

が開設している空き家バンクがあるわけですけ

れども、空き家バンクへの問合せのうち移住希望

者からの問合せはどれほどあるものなのか、分か

らないということもあるかもしれませんが、もし

把握できているのであれば、同様に過去３年程度

のデータを教えてください。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 移住希望者に特化した問合せ

件数については把握していないところでござい

ますが、市外の方からの問合せ件数につきまして

は年間20件程度あるところでございます。 

  また、市外の方が空き家バンクに利用登録され

た件数につきましては、令和２年度17件、令和３

年度14件、令和４年度22件であり、３年間で合計

53件の登録があったところであります。また、市

外の方が空き家バンクから購入した実績につき

ましては、過去３年間で１件ございました。 
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○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 空き家を活用して移住者

を増やした先進事例、これから２例紹介いたしま

すので、その受け止めをお聞かせください。 

  １つ目は、富山県上市町の事例です。 

  上市町では「０円空家バンク」というのを開設

しています。文字どおり空き家の値段は０円で、

なおかつ家の所有者には不用品処分費用として

最大10万円が支給され、取得者には引っ越しや

種々の手続に要する費用として50万円、さらに県

外からの転入で中学生以下の子供がいるなどの

条件を満たせば既存の補助金制度から最大345万

円が支給されると。今年度はバンクを利用してこ

れまでに10世帯31人が移住しました。2022年度の

県外からの転入者は、バンクを使わなかった人も

含めて35人、2021年の4.4倍になったそうです。

物件情報を登録すると全国各地から問合せが入

るようになったほか、アメリカなど海外からの応

募もあったとのことです。 

  もう一つの事例は、宮崎県綾町です。 

  町では所有者から５年契約で住宅を借り上げ、

その間は町営住宅として移住者に貸し出します。

最初に所有者と移住者と町と工務店がリフォー

ムのプランについて話し合い、町は最大250万円

を補助してリフォーム、その後に移住者に貸し出

します。５年経過したら町は所有者に家を返還し

ます。その後は所有者と入居者との契約となりま

す。この取組を通じて、空き家の有効活用と同時

に移住者への住宅提供を一体に進めているそう

です。 

  今紹介しました２つの事例ですけれども、これ

らの方式は、移住するに当たり、住宅に関しては

移住者がリフォーム費用などの自己負担なしで

住むことができるので大変合理的であり、魅力的

な施策と言えると思います。 

  本市の住宅リフォーム制度と比べますとこの２

つの事例は移住促進の効果が相当に高いと思わ

れますが、受け止めはいかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 事例を御紹介いただきまして、

大変ありがとうございました。 

  空き家の利活用につきましては、全国的にも

様々な事例が紹介されているところであります。

地域によって気象条件であったり人口規模、そし

て住宅事情など、その背景は様々であります。重

要なことは、その地域の実情を踏まえながら利活

用対策を講じていくことが必要であると捉えて

おります。 

  このようなことから、本市の今後の新たな空き

家利活用の取組といたしまして、空き家・空き地

バンクの制度とは別の取組といたしまして、行政

が主体となり、移住・定住者を含めた空き家の活

用希望者と空き家の所有者とのマッチング事業

の検討を進めているところであります。 

  なお、本市におきましても、移住に対する空き

家利活用補助金を用意しておりまして、最大120

万円の補助制度となっております。令和５年度11

月末現在の実績といたしまして４件、補助金400

万円となっているところであります。先ほどお尋

ねの住宅リフォーム制度よりも移住者にとって

有利な制度となっておりますので、そういったＰ

Ｒに努めてまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 次は、移住希望者への就

業支援についてです。 

  さっき取り上げました環境省の脱炭素先行地域

に認定されて事業が始まれば、市民環境部長から

紹介ありましたようにおのずと雇用が増えると

思います。就業者数も増大することになると思い

ます。大いに期待します。 

  あわせて、私は、オーガニックビレッジ宣言の

まちということで、有機農業への就業者を増やす

体制づくりも重要と考えています。 

  この点で参考となるのが、１つ目は先ほど空き

家のことで紹介した宮崎県綾町の事例です。 

  綾町では昭和63年に綾町自然生態系農業の推進
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に関する条例を制定しました。条例に基づき、町

が土づくり等の農地の管理状況と化学肥料の使

用状況等に応じ農産物をＡ、Ｂ、Ｃの３ランクで

認証するなど、自然生態系農業を町ぐるみで推進

してきました。現在では町が認証した農産物のラ

ンクでＡが80％を超えているそうです。加えて、

有機農業推進大会での農業事例報告や講演会、生

産者と宮崎市をはじめとする町内外の消費者が

交流するふれあい収穫体験などのイベントを開

催し、町の農産物のよさを発信しているそうです。

農業の担い手支援も実施しているそうです。農林

水産省の農業次世代人材投資事業、自然生態系農

業の農産物のランク認証事業を活用した新規就

農者支援や、新規就農者に１年間、低家賃で住居

を提供する新規就農者受入れ支援交流施設の整

備、農業機械の貸付けなどの支援を行い、農業に

よる就業の場を提供してきたそうです。その結果、

平成24年度から28年度までの５年間に農業経営

を開始した人は34名、うち町外からの移住者は21

名だったそうです。 

  もう一つの事例を紹介します。 

  南会津町の南郷トマト生産組合の事例です。 

  南郷トマト生産組合では、昔からトマト生産に

取り組み、半世紀にわたって産地の評価を維持し

てきました。新規就農者を確保し、生産拡大を図

るべく平成３年から就農希望の夫婦や家族と面

談し、障がい者を受け入れてきました。移住就農

者の受入れに当たっては、ハウス用地や住居の確

保から営農指導まで、親方、里親となる組合員が

一貫して面倒を見て、累計で34組のＩターン農家

が生まれたそうです。南会津町では一般財源で45

歳から50歳を対象とした新規就農者支援や農業

用資材支援等を行って移住就農者を支えている

そうです。 

  そこでお伺いします。 

  本市での新規就農希望者、移住就農希望者への

支援の現状はどのような内容になっていますか。 

  また、今２つの事例を紹介しましたが、これら

の取組から本市でも新たに取り入れることがで

きる事例はなかったかどうか、見解をお聞かせく

ださい。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 本市におきましても、移住し

て就農された方がおられます。こうした方々は令

和３年に有機農業を実践されている先輩の農業

者と「山形ノーカーズ」というグループを立ち上

げられまして、自ら栽培した農作物の加工品販売

であったり販路開拓を行うなど積極的に活躍し

ておられます。 

  こういう中で、本市独自の支援策というものは

ございませんが、今お述べになられた国の支援策

である農業次世代人材投資事業などを活用しな

がら進めていただいているところであり、御紹介

いただいた事例につきましては大変参考になる

事例ですので、ぜひとも勉強させていただきたい

と思ったところです。 

○相田克平議長 以上で５番髙橋英夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ２時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ２時１０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、学校給食共同調理場について外１点、６

番高橋壽議員。 

  〔６番高橋 壽議員登壇〕（拍手） 

○６番（高橋 壽議員） 市長には、長年の御活躍、

大変御苦労さまでした。今日の一般質問では市長

に対してお伺いする項目はございませんでした

けれども、予算特別委員会等での質問を考えてお

りますので、ぜひよろしくお願いします。 

  さて、私の質問は、中学校給食のセンター化に
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ついて２項目お伺いしたいと思います。 

  まず第１、学校給食共同調理場について５点お

伺いいたします。 

  （１）事業費の予定価格の内訳はそれぞれの項

目でどのような額になっているのか。また、従来

方式の場合のそれぞれの額は幾らか。 

  （２）予定価格の人件費とその算出根拠はどの

ようなものか。また、共同調理場の調理員の人数

をどの程度と考えていたのか。 

  （３）共同調理場が稼働する令和８年度当初の

小学校給食の調理場の正規調理員、会計年度任用

調理師のそれぞれの人数と令和７年度当初のそ

れぞれの人数はどうなるのか。 

  （４）地元食材を共同調理場での給食食材とし

てどのように調達するのか。また、現在食材を提

供している生産者、納入業者などはどのような納

入方法になるのか。 

  （５）統合小学校（六郷、広幡）では、共同調

理場の調理員がこれまでと同じように小学校に

出向いて児童と対応するのか。栄養教諭や栄養士

ではありません。共同調理場の調理員です。その

場合、具体的にはどのようなことをするのか。 

  次に、センター方式を採用すると決定した経過

について１点伺います。 

  自校調理方式を採用している自治体の事例を研

究したのか、あるいは調査したのか。また、親子

調理方式を採用している自治体の事例を研究し

たのか、調査したのか。 

  ９月定例会では、親子調理方式を実施している

自治体の事例について、米沢市の親子調理方式の

課題を解決する上で調査・研究が必要ではなかっ

たかと質問したら「していなかった」という答弁

でしたけれども、自校調理方式についても併せて

調査や研究をされたのかお伺いしたいと思いま

す。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私から、１、学校給食共同調理

場についての御質問にお答えいたします。 

  初めに、（１）事業費の予定価格の内訳はそれ

ぞれの項目でどのような額になっているのか、ま

た従来方式の場合のそれぞれの額は幾らかとの

御質問についてお答えいたします。 

  本事業の予定価格は39億783万8,000円として、

令和５年７月７日に公表した入札説明書に明記

しております。この額については、令和５年６月

定例会で議決された学校給食共同調理場整備運

営事業の債務負担行為額に一致するものであり、

令和５年５月25日の総務文教常任委員会協議会

及び５月31日の市政協議会においてはその内訳

について、施設整備費として18億9,893万4,000円、

維持管理運営費として20億890万4,000円と説明

しているところです。 

  さらに、詳細な内訳については、建設工事、調

理設備、備品等に要する経費が18億1,304万8,000

円、資金調達に係る金利支払い分が1,345万2,000

円、施設設備等維持管理経費が５億1,103万4,000

円、調理業務経費が11億1,375万円、配送業務経

費が１億9,710万円、配膳業務等その他経費が１

億8,441万1,000円、ＳＰＣ設立・運営経費が7,504

万3,000円となっております。 

  なお、光熱水費は予定価格に含んでおりません。 

  次に、ただいま御説明した項目に対する従来方

式のそれぞれの額についてお知らせいたします。 

  建設工事、調理設備、備品等に要する経費が20

億2,830万8,000円、施設設備等維持管理経費が５

億6,781万円、調理業務経費が14億8,500万円、配

送業務経費が２億1,900万円、配膳業務等その他

経費が２億1,290万円、資金調達に係る金利支払

い分やＳＰＣ設立・運営経費はございません。 

  次に、（２）予定価格の人件費とその算出根拠

はどのようなものか、また共同調理場の調理員の

人数をどの程度と考えたのかとの御質問につい

てお答えいたします。 

  予定価格の算出に当たっては、アドバイザリー

業務を委託している事業者の支援を受け算出し
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ておりますが、調理に要する経費については、本

事業の要求水準を基に調理企業に見積りを依頼

して得られた額であり、調理業務に係る請負費と

いう考え方になるため、調理員の人件費のほか、

管理監督職員の人件費や人事管理経費等その他

諸経費を含んでいるものと推察されます。 

  なお、当該経費のうち調理員の人件費が幾らに

なるか、また調理員の人数については詳細の確認

を行っていないところです。 

  次に、（３）共同調理場が稼働する令和８年度

当初の小学校給食調理場の正規調理師、会計年度

任用職員調理師それぞれの人数と令和７年度当

初のそれぞれの人数、また会計年度任用職員調理

師の減員数は何人かとの御質問についてお答え

いたします。 

  現時点における令和７年度及び令和８年度の小

学校給食調理場の正規職員数は28人の見込みで

す。会計年度任用職員については正規職員では充

足できない人数を任用するもので、学校給食にお

ける調理師の配置については、昭和35年に文部省

から示された食数区分ごとの配置基準を参酌し、

本市の実情に合った独自の配置基準を定め、加え

て各小学校の実情に応じて必要な人数を加配し

た配置計画に基づき人員を配置しているところ

です。 

  本市配置基準における小学校に配置される予定

の調理師の人数は、児童生徒数の見込みから推計

しますと令和７年度が49人、令和８年度が34人と

見込んでおりますが、実際の配置については各小

学校の調理現場の状況を考慮して人数を加配す

るなどの配慮を行っておりますので、現時点では

配置基準による人数としてお知らせいたします。

したがいまして、この配置基準を満たすためには、

令和７年度に21人、令和８年度に６人を正規職員

以外の職員で充足する必要がある見込みです。 

  なお、この人数には再任用職員の数が含まれま

すので、会計年度任用職員の人数は再任用職員を

除いた人数に実際の配置計画で加配する人数を

加えた人数となります。 

  次に、（４）地元食材を共同調理場での給食食

材としてどのように調達するのか、また現在食材

を提供している生産者、納入業者などはどのよう

になるのかについてお答えいたします。 

  現在の学校給食では、市内の商店や納入業者、

また生産者の皆様の御協力をいただき、野菜をは

じめとした様々な食材を日々調達しております。

そのおかげで子供たちに給食を提供することが

できておりますこと、心から感謝を申し上げます。 

  学校給食で使用している地元食材につきまして

は、学校給食における地場産農産物供給事業を活

用し、米沢産や置賜産などの地場産の旬の野菜や

果物を積極的に調達しています。今年度はキュウ

リやトマト、ピーマンなどの従来の13品目に加え

てラ・フランスやサクランボ、米沢の伝統野菜で

ある雪菜や豆もやしの４品目を追加し、合計17品

目を購入しています。また、地元の生産者から野

菜や果物を直接提供していただいている学校も

あり、本市における地産地消の推進に寄与するも

のでもあります。 

  中学校の給食が共同調理場での調理となった場

合は、１日当たり最大約2,100食分の食材が必要

となります。このようにまとまった量の食材が必

要となることから、継続的かつ安定的に食材を調

達することを目指す必要があり、これを実現する

ためには市内の関係者の方々の協力が不可欠で

あります。現在、食材を納入していただいている

商店や納入業者及び生産者との関係を継続し、引

き続き皆様から食材の納入を受けたいとの考え

でおります。 

  また、地元での食材購入率を向上させることも

重要な課題であります。先進地の共同調理場を視

察した際に、学校が必要とする食材を地元の納入

業者に伝え、納入業者がそれに合った食材を新た

に開拓して調達することで、地元での調達率を向

上させている取組がありました。私たちもこのよ

うな取組を参考にし、地域の経済に貢献できるよ
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う関係者と協力して検討してまいりたいと考え

ております。 

  以上の取組により、共同調理場における給食食

材の調達を継続的かつ安定的に行い、地元食材の

使用を促進していきたいと考えております。引き

続き市内の関係者の方々との協力を深めながら、

よりよい給食環境を提供していきたいと考えて

おります。 

  次に、（５）統合小学校では共同調理場の調理

員がこれまでと同じように小学校へ出向いて対

応するのか、具体的にどのようなことをするのか

についてお答えいたします。 

  統合小学校においては、共同調理場に配属され

る栄養教諭や管理栄養士が学校給食に関わる

様々な活動を担当します。現時点で想定している

ものとしては、共同調理場から配送される給食に

ついて、児童が配送用のコンテナから給食をクラ

スに運ぶ際の見守りや給食の指導を行います。ま

た、給食が終わった際は下膳の見守りも行います。

さらに、食育の一環として、子供たちとコミュニ

ケーションを図りながら食や栄養の大切さの理

解や生産者への感謝の気持ちを伝える機会など

を設けるなどして、全校生を対象とした食育指導

や、学年別などのグループごとにテーマや内容を

設定して指導を行ってまいります。 

  次に、２、センター方式の採用を決定した経過

についてお答えいたします。 

  中学校給食の提供方法についての検討経過につ

いては、これまで繰り返し御説明させていただい

ているところですが、統合後、使用する学校施設

において、教室数の不足による増築やスクールバ

ス通学のためのバスの乗降スペースの確保、増加

する教職員等の駐車場の整備、加えて冬期間の除

雪や押し雪を想定したスペースの確保等が必要

となるほか、生徒数が増大する中にあっても子供

たちが十分活動できるように、学校教育活動に供

することができるスペースを最大限確保するこ

とが最優先であるとし、学校敷地内への給食調理

施設は整備できないとの結論に至ったことから、

自校調理方式については実施できないという検

討結果となったところです。 

  なお、令和４年２月には市内全７校の中学校Ｐ

ＴＡ会長皆様の連名による学校給食の共同調理

場整備の実現を求める要望書が提出され、限られ

た敷地の中で子供たちが安全で伸び伸びと活動

できる環境を最も望み、部活動を含めた日頃の活

動範囲を縮小させることになる自校方式には賛

成できないという保護者の皆様の思いを御意見

として頂戴しております。 

  また、現在の親子給食方式については、先に中

学校分を調理し搬出してから小学校分を調理す

るといったように、午前中の限られた時間に調理

を２回する状況は職員にとって過剰な負担とな

っています。調理師の労務負担の改善と安全性の

問題から、調理師を任用する立場である教育委員

会として親子調理方式の継続はしないとしたと

ころであります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） まず事業費の内訳につい

てですけれども、今答弁がございました。今日初

めてそれぞれ建設費、施設設備費、維持管理運営

費の内訳、項目をお聞きし、金額もお聞きしまし

たけれども、今日初めてです。書き切れなくて、

よく把握し切れておりませんけれども。 

  まずお聞きしたいのは、これまで内訳を示すべ

きではないかと申し上げてきましたけれども、

「入札に関わることなので内訳は明らかにでき

ません」というお話でした。それで、従来方式は

入札にかからなかったわけです。別にかける事項

でもなかったわけです。従来方式についての内訳

は明らかにできたものだったのではないですか、

どうでしょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 従来方式の事業展開に必

要な事業費については、特定事業の選定に当たり
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ＶＦＭが出るかどうかという算出に当たりまし

て、ＰＦＩ事業費と現在価値化しながら算定する

ための根拠として積み上げたものでございます。 

  今、高橋議員から御質問がありましたように、

これまで入札に支障がある、業者の選定に支障が

あるという理由で事業費の内訳については公表

といいますか、議会にもお示ししておりませんで

した。同じような考え方で、従来方式の事業費の

内訳につきましても、入札に直接関係はございま

せんけれども、これまでの事業の検討の中で算定

してきた事業の内訳でございますので、ＰＦＩ事

業の内訳と同様に考えまして、アドバイザリー契

約を締結している事業者のアドバイスも頂戴し

ながら、これまで公開といいますか、公表といい

ますか、議会にはお示しをしなかったという理由

でございます。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 入札とは全然関係ない従

来方式の内訳は明らかにすべきではなかったか

と私は思います。いろいろ今おっしゃいましたけ

れども、入札に関わるということであれば、それ

はそれで仕方ないと私は思いましたけれども。 

  それで、従来方式とＰＦＩ方式でやった場合、

先ほど答弁ありましたけれども、要は結局何が一

番金額的に違っているところですか。５月25日の

総務文教常任委員会協議会と５月31日の市政協

議会に示した資料が手元にあるわけです。それは

総額が示されたわけですけれども、内訳の中で金

額に差が出てきた、トータルで。内訳のところで

従来方式とＰＦＩで一番違うところはどこです

か、一体。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 申し訳ございません。比

較検討した資料が手元にございませんので、しば

らくお待ちいただきたいと思います。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 手元にないということで

すが、後で結構です、その答弁は。今日でなくて

結構です。改めてどこかでお伺いします。 

  それで、人件費の問題です。人件費については、

従来方式についてどういう積算だったのかとい

うことをお聞きしましたけれども、書き取れませ

んでした。もう一回、確認の意味で、従来方式に

ついての人件費、積算方法と金額を教えていただ

いていいですか。 

  それから、ＰＦＩ方式についての人件費につい

ては詳細を把握していないというお話でした。そ

れはどういうことですか。どういう意味ですか、

お伺いします。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 先ほど教育長から壇上で

答弁させていただきました従来方式の人件費で

しょうか。 

  従来方式の人件費につきましては、人件費とい

う項目では金額をお示ししておりません。恐らく

議員がおっしゃっておられるのは、調理業務、つ

まり調理師の人件費ではないかと想像できます

けれども、調理業務の経費については従来方式14

億8,500万円ということになります。 

  その後の御質問でございますけれども、予定価

格の人件費の算出根拠ということでよろしかっ

たでしょうか。 

  教育長の繰り返しの答弁になってしまいますけ

れども、算出根拠につきましてはアドバイザリー

業務を委託している事業者の支援を受けて私ど

もと共に算出したものでございます。それにつき

ましてはあくまでも調理企業に見積りを依頼し

て得られた額でございまして、先ほど申し上げま

した調理業務の経費、それぞれ予定価格と従来方

式の金額を申し上げましたが、そこには調理員の

人件費のほか、管理監督職員の人件費、人事管理

経費等その他の諸経費を含んでいるものと推察

されます。また、当該経費のうち調理員の人件費

が幾らになっているのか、人件費のみで幾らとい

った内訳、さらに何人という調理員の人数につい

ては、私どもでは詳細の確認を行っていないとこ
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ろでございます。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 従来方式の調理業務の額

は14億8,000万円ほどだと。それは調理業務に携

わっている調理師の人件費ですか、14億円という

のは、15年間の。しかし、アドバイザリーの会社

が出した数字なので、算出根拠、内訳は分からな

いという答弁でした。そして、ＰＦＩについては

全く分からないと、算出根拠。それでよろしいで

すか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 ＰＦＩといいますか、予

定価格と置き換えて考えてみますと、算出根拠に

つきましてはあくまでもアドバイザリー事業者

が調理業者から頂いた見積りを基に算出したも

のでございます。したがいまして、どのようにそ

の金額を出したかについては、予定価格の金額、

さらに従来方式での事業費の金額ともに私ども

では把握しておらないところでございます。 

  なお、先ほど高橋議員から、従来方式の事業費

の金額と予定価格の項目の中で一番差異がある

ものは何かという御質問があり、申し訳ありませ

んが、後からお答えさせていただきたいと申し上

げたところでありますが、一番大きい差がついて

いるのは調理業務というところでございます。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） そうしますと調理業務の

ところに一番差があると。差額は幾らですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 調理業務といいましても、

先ほど申し上げたように詳しい内訳については

分からないところでありますので……、数字です

か。少しお待ちいただきたいと思います。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 先ほどの答弁ではＰＦＩ

方式の調理業務の額の詳細は分からないという

ことでしたけれども、金額は分かるわけですね、

差額。今おっしゃったように、差額は幾らという

額は分かるということだから、ＰＦＩの調理業務

の金額を教えていただいていいですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 ＰＦＩ業務の調理費、調

理業務ですけれども、先ほど申し上げた金額、教

育長からも答弁させていただきましたが、11億

1,375万円になります。先ほど、後ほど答弁をと

申し上げた差額、従来方式との差額でございます

が、計算いたしましたところ３億7,125万円とい

う金額になります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） そうしましたら、差額３

億7,125万円、なぜこの金額になるのですか、こ

の差額が出る根拠。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 先ほど申し上げたとおり

でありまして、算出根拠についてはこちらで把握

しておりませんので、どうしてこのような差が出

るか、どの金額が違うのかというところについて

は分かりかねるところであります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） そんなことでよろしいの

ですか、算出根拠は分からないと。調理業務にど

れだけ金額がかかるのかということで、その算出

根拠が分からない。アドバイザリーの方が出した

金額であっても、算出根拠が分からなくて、15年

後の検証作業ができるんですか。センター方式で

やる場合、ＰＦＩ方式のほうが優位性があると言

ってやってきて、15年後にその検証作業をやるわ

けですけれども、アドバイザリーの方は15年後に

はいないわけです。教育委員会自らがこの検証作

業をやらざるを得ない。そういうときに、今この

時点で人件費や調理業務経費の内訳が分からな

い、詳細が分からない、積算根拠が分からない、

それで15年後に検証できますか。できないのでは

ないですか。明らかにしていく必要はありません

か、なぜこういう金額になったのか、なぜ３億

7,125万円もの差が出たのか。 



- 34 - 

  それでは、次にお伺いしますけれども、こうい

う差が出ているわけです。恐らく調理業務に当た

る調理師の方々の雇用形態が様々あるかと思い

ます。フルで働く方もパートで働く方もいろいろ

あると思います。そういう働き方の違い、雇用賃

金等の違いがあると思います。そういうものは把

握されていますか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 それは学校給食共同調理

場での勤務体系ということですか。 

  それにつきましては、このたび落札されました

事業者グループの御提案によるものとなってお

りますので、その提案内容については現時点で公

表するものではないと考えております。したがい

まして、この場ではお答えできないということで

あります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） なぜ公表できないのです

か。３億7,125万円もの差が出ている、これは先

ほど申し上げましたように雇用形態あるいは賃

金その他の要因からこうなっているのではない

ですか。そうしたら、その中身、どういう雇用形

態なのか、賃金がどうなっているのか明らかにし

ていく必要がありませんか。 

  それでは具体的にお伺いしますけれども、セン

ターの調理業務を担う業者が雇用する調理の

方々は、例えば夏休みなどの長期間の休校、給食

を提供しない時期があるわけです。そういうとき

はどういう働き方になりますか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 それについても、先ほど

と同じ答弁になりますが、このたび落札された事

業者グループと今後基本協定を締結しまして、そ

のグループが設立するＳＰＣ（特別目的会社）と

事業契約を締結してまいります。そういった協議

の中で明らかになってくると思いますけれども、

現段階においてはあくまでも事業者グループと

しての提案でありますので、まだグループからそ

の内容について詳しく伺っておりませんし、提案

内容について公表することはこの場では差し控

えさせていただきたいと思っております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） なぜ公表できないのです

か、提案内容。提案を受けて落札したわけでしょ

う。審査した方々もこの場にいるわけではないで

すか。これは税金でやる事業です。税金の中身、

どう使われているのかというのは市民の皆さん

方に、納税者に明らかにしていく必要がありませ

んか。その責任が市にあるのではないですか。ど

んな雇用形態でやるのか、どういう働き方がされ

るのか、賃金はどうなのかというのは業者の勝手

だという話ではないのではないですか。学校給食

事業というのは公共事業です。公共事業、市民の

皆さん方の税金でやる事業を明らかにできない、

詳細も把握していない、そういうことで事を進め

てよろしいのですか。問題ではないですか。そう

思いませんか。私は大問題だと思います。夏休み

の期間、どういう働き方をするのか、それさえ把

握していない。大変な話だと思います。 

  次にお伺いいたしますけれども、確認です。 

  先ほど令和７年度とセンターが稼働する令和８

年度の正規調理師、会計年度任用調理師の数をお

伺いいたしました。そうしましたら、正規調理師

に再任用の方は含めていない、会計年度任用調理

師に人数を入れ込んでいたということです。結局、

令和７年度と令和８年度を比較して会計年度任

用調理師の方々はそれぞれ何人ですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 結局と申されましても、

先ほど教育長から答弁があったとおりでござい

まして、様々な条件があって、はっきり申し上げ

られないというのが正直なところであります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） これもはっきり把握でき

ないということは、どういうことですか。いろい

ろその状況は変わります、細かいところの状況。
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しかし、基本的な数字というのは、児童数、調理

数、そういうところから基準があるわけですから、

正規職員の配置基準、そこから追っていけば出て

くる数字ではないですか。 

  そうしましたら端的にお聞きしますけれども、

会計年度任用調理師の方々で共同調理場が稼働

することによって令和７年度に任用されていた

方の何人が任用されなくなるのですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 今の御質問も先ほどの御

質問と同じような中身になるかと思いますが、理

由について説明を再度させていただきたいと思

います。 

  なぜはっきり申し上げられないかというところ

につきましては、先ほど教育長の答弁の中で、令

和７年度の児童生徒数の見込みから推計すると

49人の調理師が必要となります。さらに、令和８

年度は34人であります。しかしながら、実際の人

数というのはこれに現場の状況を考慮して加配

しておりますので、この人数が変わる可能性があ

ります。さらに、正規職員と議員はおっしゃいま

すが、正規の調理師の方々、先ほど教育長の答弁

では令和７年度、８年度ともに28人と申し上げま

した。この28人という数字は、今年度からスター

トした定年延長、この定年延長制度後にそれぞれ

がその定年まで勤めることを希望した場合、さら

に今後、令和７年度、８年度まで調理師を採用し

なかった場合の人数でありますので、これについ

ても変動する可能性が当然あります。 

  さらに、先ほど申し上げた必要人数から正規職

員を引いた人数についても、令和７年度は21人、

８年度は６人と申し上げましたので、単純に引き

算すれば15人減るのではないかという計算にな

るわけですけれども、それも正規職員以外の職員

で充足する人数でありますが、再任用の職員が含

まれております。再任用職員がどれぐらい定年後

に希望して残られるかということ、これもまた不

明であります。 

  したがいまして、その際に充足するために必要

な会計年度任用職員の数というのは、今申し上げ

た理由から、具体的に何人ということで令和７年

度から８年度にどれぐらい減るかというのは申

し上げられないと、その理由として御説明させて

いただきたいと思います。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） そうしますと、令和７年

度に任用されていた会計年度任用の調理師の

方々のうち令和８年は何人が任用されなくなる

のかという数字は、いつの時点で出てくるのです

か、正確に。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 正確な数字ということに

なれば、令和７年度から８年度までの切替えの時

期ということになろうかと思います。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） そうしましたら、今、会

計年度任用の調理師の方々が働いているわけで

す。その方々は、私は任用されないのではないか

という思いの中で、令和８年４月にセンターが稼

働する、その間際まで分からないまま、不安なま

まで仕事をすることになるのですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 先ほどの御質問は具体的

な数字、具体的にいつ頃かということかと思いま

したので、はっきり分かるのは年度の切替え時期

だと申し上げました。 

  ただ、近くなってきた場合、例えば令和６年度

末、７年度となってきたときに、令和７年度末か

ら８年度にかけてのおおよその数はつかめると

思います。日頃、調理業務に大変な状況の中で従

事していただいている会計年度任用職員ですの

で、その辺については可能な限り早くその状況に

ついて説明しながら御理解賜りたいと思ってい

るところです。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 結局、会計年度任用の調
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理師の方は、稼働する間際まで採用されるかどう

か分からないという状況が続いていく、そういう

中で仕事せざるを得ないという話になるわけで

す。だったら、中で働く方々のことを考えたら、

そういう立場に立ったら、できるだけ早く数字を

出していく、それにどう対応していくかという話

をしなければならないのではないですか。大変だ

と思います、働いている方は。あと２年です。そ

ういう中で働き続けていいのか、別の仕事を探さ

なければならないのか、辞めたくないけれども辞

めざるを得ない状況に追い込まれる、そういう事

態になっているのではないですか、今。早くはっ

きり出して、どう対応するかという教育委員会の

方針を議会にも示していただかなければならな

いと思います。もしかすると共同調理場に移ると

いうお気持ちをお持ちの方もいるかもしれませ

ん。その方々は、雇用形態が分からない、賃金も

分からない、どうなるか全く分からないままに不

安を抱えて仕事をしている状況ではありません

か。働く皆さん方の立場に立つということ、教育

委員会はこれまで学校給食をセンター方式でや

るということで進めてきた、その進め方の中でき

ちんと覚悟してやってきたのではないですか。こ

こまでセンター方式でやるということを繰り返

し言って進めている立場ですから、はっきりさせ

ていただきたいと思います。 

  何も詳細が分からない、示せないという話です。

従来方式とＰＦＩ方式の差は人件費が一番大き

いというお話、調理業務経費だと言っている、そ

の中身もはっきりできない、結果として働く皆さ

ん方の状況がどう変わるか、それもどうなるか分

からない。大変な話になっていると思います。 

  次に、食材の関係です。 

  地元の地産地消の食材をこれまで親子給食をや

っていた調理現場に引き続き提供していただく

ことを考えていると言ってきたわけです。 

  そこで、具体的にお伺いしますけれども、納入

業者の方々がいるわけです。例えば野菜を納入さ

れている農家の方々がいらっしゃいますが、どれ

だけの方々、個人あるいは法人その他いろいろあ

るわけですけれども、数として、例えば野菜ある

いは魚、肉、それぞれどのぐらいの方々がこれま

で中学校給食に提供して親子給食に納入されて

いたのか。その方々は今後センターになっても同

じように納入できるとおっしゃっていますけれ

ども、数を教えていただいていいですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 今の御質問は、中学校に

ということでお答えさせていただいてよろしい

でしょうか。 

  中学校に関わるところといたしましては、店舗

数という数え方になってしまいますが、野菜・果

物類は27、肉９、水産物８、豆腐・コンニャク類

などは５、調味料・みそ・しょうゆ関係が４、デ

ザート・冷凍食品関係が６、牛乳・乳製品が５、

卵は２、あとその他も少しございます。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 私が頂いた資料と区分け

が違っていたので数字が違うわけですけれども、

私が数えたところでは、野菜について、親子給食

をやっている小学校に納入している業者が44、親

子給食全体、自校方式のところも含めると44、そ

のうち親子給食、つまり中学校給食に野菜を提供

している農家、お店などは31、肉については12業

者のうち11が親子給食に提供している、魚は９業

者のうち７業者、その他日配品、コンニャクとか

油揚げとかそういうのは８業者のうち５と。これ

だけの業者の方々がこれまで中学校給食の食材

として直接学校に納入していたわけです。この

方々はセンターの給食が始まったときには納入

できるようにしていくとおっしゃっているわけ

です。 

  具体的にお伺いしますけれども、今まで農家の

方で、市場に出していない、学校に直接納入して

いた方は、今度は小学校分として学校に納入する、

中学校分としてセンターに納入する、肉も学校に、
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それからセンターに、魚も学校に、それからセン

ターと、そういう形でセンターに納入していくの

でしょうか。しかし、センターでは数が恐らくそ

ろわないという状況になってくると思います。そ

の辺はどう考えていらっしゃいますか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 先ほど教育長が答弁させ

ていただいた中にもございましたが、これからも

今までお世話になった業者、関係者の方々にはお

世話になりたいと。ただ、まとまった量の食材が

必要となるというところもございますので、継続

できるものあるいは安定的に調達できる方法と

いうことで、関係者の方々と引き続き協議をして

まいりますということです。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 今、答弁されましたけれ

ども、納入されない業者も出てくる、納入できな

い業者も出てくるという答弁でしたか。これまで

は引き続き納入してきた業者の皆さん方にはセ

ンターにも納入できるように考えていきたい、そ

ういう仕組みをつくっていきたいとおっしゃっ

ていましたけれども、今の答弁は、納入できるも

のもあれば納入できないものも出てくるかもし

れないという答弁だったと思いますけれども、皆

さんできるのですか、これまで納入されてきた

方々はセンターにも納入できるのですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 教育委員会としての考え

は、同じ方々に引き続きお世話になりたいと、そ

の思いは変わっておりません。ただ、仕組みにつ

いては少し整えていく必要がありますので、引き

続き関係者と協議をしてまいります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） かれこれ中学校給食につ

いてはセンターでやるという話が決まってから

約３年たつわけです。この３年間で野菜や肉や魚

を提供されている生産者や納入業者の皆さん方

に今おっしゃったことは説明されてきましたか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 全ての関係者というより

は、中心となっていく様々な団体との相談という

ことで進めておりましたので、今の御質問にあり

ました、関わっている方全てに今後の方針をしっ

かりと説明しているという段階まではまだ行っ

ておりません。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 納入されている方々皆さ

んに、センターにも納入できます、そういう仕組

みをつくりますという説明はされたのですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 それぞれ関係する団体の

代表の方々との協議の中ではそのような方針に

ついてはお話をしております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 代表の方ではなくて、先

ほどから話が出ていますけれども、野菜で言えば

中学校給食のために31の農家の皆さん方、生産者

の方々、肉で言えば11のお店、商店、魚で言えば

７つのお店の方々、日配品なら５つの業者の方々、

そんなに数多くないわけです。そういう方々にど

うして代表の方に説明してそれでおしまいとい

う話をされているのですか。 

  私は、恐らく肉も魚も日配品も数がそろわない

というのがほとんどだと思います、センターに納

入するとなったら。あるいは野菜で言えば、今ま

で各小学校の学区の中で小学校に直接納入され

ていた方は、市場野菜として市場に提供している

方はほとんどいないのではないかと思っていま

す。そういう方々は、共同購入で野菜を中学校給

食向けに食材を納入してもらうといっても、市場

に出せないわけですから、出してないわけですか

ら、恐らく中学校給食のために食材を納入するこ

とは難しくなるでしょう。誰が考えてもそういう

可能性というのは考えられるわけです。そういう

中で、どうして教育委員会が「今までどおりセン

ターにも納入できます」と言うのか首を傾げてし
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まってならないわけです。しかも、これから関係

者と協議をしていきますという話です。 

  納入されているお店の方からお話を聞きました

けれども、みんな心配しています。ずっと心配し

ています。しかし、「教育委員会からは一向にそ

ういう話はありません。何なんでしょうね」とい

う声です。みんな困っていますけれども、どうさ

れますか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 繰り返しになってしまい

ますけれども、これからの方向性についてはしっ

かりとある程度の仕組みを構築していくという

具体的なお話をもって御説明させていただきた

いと思っておりますので、引き続き協議を続けて

いくということを考えております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 最後にこの問題でお聞き

しますけれども、間違いなくセンターに納入でき

ますか。皆さん方にそう申し上げてよろしいです

か。そういう仕組みをつくる、そういうことです

と申し上げていいですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 これまで関係者との協議

を進める中で、納めていただく方々、作っていた

だく方々それぞれに御事情があるところも伺っ

ております。今後進めていく仕組みの構築といっ

た中で御協力をいただけるかどうかというのは、

我々はその思いを伝えたいと、お願いしたいとい

う思いを伝えていきたいと思っております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） ですから、教育委員会が

納入していただきたいという話ではなくて、納入

できるかどうかという話です。納入していただき

たいと教育委員会が言っても、実際現実的に納入

できないとなったら困るわけでしょう。そこを私

は問うているんです。 

  次に、共同調理場の調理師が統合小学校に行く

ということを教育委員会の会議の場で教育委員

がおっしゃっていました。しかし、それは誤解だ

ということでよろしいですか。栄養教諭、栄養士

が統合小学校に行くというのは分かりますけれ

ども。 

  令和５年、今年１月13日の教育委員会の場であ

る教育委員が「統合小学校においても立地を活か

した調理師さんや業者さん、地元の方との交流が

できるということ」と、それに対して学校教育課

長が「統合小学校へは共同調理場から職員を派遣

することもできると考えているので」と言ってい

ます。つまり共同調理場から職員、調理師を派遣

することもできると考えていると答弁されてい

ます。 

  これは誤解だということでよろしいですか。教

育委員の方は、調理師も統合小学校に派遣し、何

らかの、食育まではいかないにしても、子供たち

との触れ合いあるいは日常的なやり取りができ

ると勘違いされているのではないかと思います

けれども、いかがですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 今、議員おっしゃったよ

うに、触れ合いというのは大切だと思っておりま

す。どのような形で顔の見える環境をつくってい

くかということについてはこれから相談してい

くことになりますが、記念週間とかそういったと

ころでの感謝の心を表すような交流というのは

考えていきたいと思っております。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○６番（高橋 壽議員） 最後に申し上げますけれ

ども、教育長は令和３年６月定例会で給食だけを

考えたら自校方式がいいに決まっている。教育委

員の皆さん方もそのようにできないかと考えて

いたと答弁されました。そして、物事は多面的に

検討する必要があると答弁されたわけです。私は、

多面的にというのであれば、様々先進事例も研

究・調査した上でということが多面的だと言える

と思います。 

○相田克平議長 以上で６番高橋壽議員の一般質問
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を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ３時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ３時２１分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、今夏の高温による農作物の被害状況につ

いて外３点、12番古山悠生議員。 

  〔１２番古山悠生議員登壇〕（拍手） 

○１２番（古山悠生議員） 至誠会の古山です。 

  2023年も残すところあと１か月となりました。

今年は記録的な猛暑となり、６月から８月の平均

気温は1898年の統計開始以降で最も高く、過去最

も暑い夏となりました。 

  山形市でも35度を超える猛暑日が過去最高の29

日となり、もはや災害とも言えるこの暑さは農作

物にも大きな被害を与えました。 

  特に米については、８月の出穂期以降に高温が

続いたために、でん粉の蓄積が不十分で、粒の一

部が乳白色になる白未熟粒が多く発生し、一等米

比率が大幅に低下しました。米どころで知られて

いる庄内地方では例年一等米比率が90％以上で

あるにもかかわらず、今年は31.6％と低下が顕著

になっています。一等米と二等米では１俵当たり

概算金で600円程度の差があり、農家にとっては

大きな減収となります。 

  本市の農業において主力を占める稲作ですが、

令和３年には大幅な米価の下落があり、そこから

ようやく持ち直してきたものの、今回の高温によ

る被害は大きな打撃となり、高齢化、後継者不足

に悩む農家にとっては営農意欲の減退にもつな

がりかねません。また、高温による被害は稲作の

みならず、果樹などのそのほかの作物にも被害を

与えています。 

  先日行われました米沢市農林業振興議員連盟と

農林業関係者との懇談会でも話題になりました

が、農家にとっては切実な問題です。 

  本市ではこの夏の高温による農作物の被害状況

についてどのように把握しているのか、またどの

ような対応をされているのかお伺いいたします。 

  続いての質問です。 

  高温による農作物の被害は非常に大きいと思い

ますが、農家や地域によってその被害状況が違い

ます。こうした場合に備え、国は収入保険に加入

することを推奨しています。この収入保険は、自

然災害による収量減少に加え、価格低下など経営

努力では避けられない農作物の収入減少をその

程度に応じて補償することにより農業経営の安

定を図ることを目的としています。農家にとって

はセーフティーネットと言える収入保険ですが、

全ての農家が加入しているわけではありません。 

  そこで、本市の認定農業者のうち加入している

農家はどのぐらいいるのか、また加入を促進する

ためにどのような取組を行っているのかお伺い

いたします。 

  大項目２、農業経営基盤強化促進法の改正に基

づく地域計画の策定についてお伺いいたします。 

  米沢市では令和２年度に人・農地プランが実質

化されましたが、今後高齢化や人口減少がさらに

続くことで、農業者の減少や耕作放棄地の拡大が

進み、地域の農地が適切に利用されなくなること

が懸念され、農地が利用されやすくなるように農

地の集約等に向けた取組を進めることが必要に

なっています。 

  そのために、人・農地プランを法定化し、地域

での話合いにより目指すべき将来の農地利用の

姿を明確化する地域計画を定める必要があり、そ

の実現に向け、地域内外から農地の受け手を幅広

く確保し、農地バンクを活用した農地の集約等を

進めるために、農業経営基盤強化促進法等の一部

を改正する法律が令和４年５月に成立し、令和５

年４月１日から施行されました。 
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  この地域計画は、10年後の米沢の農地がどのよ

うに活用されていくかを視覚化する、言わば農地

の設計図と言えます。この地域計画は、実際には

これから策定が進められていくわけですが、どの

ようなプロセスで進められていくのかお伺いい

たします。 

  次に、大項目３、自転車の交通マナーの向上に

ついてお伺いいたします。 

  近年、健康意識の高まりなどから通勤や趣味で

自転車を利用する人が増加する一方で、道路整備

や交通ルールの徹底といった環境整備が進んで

いないため、自転車乗用中の交通事故がこれまで

になく問題になっています。 

  警察庁によると自転車乗用中の交通事故件数は

総数では減少しているものの、交通事故全体に占

める割合は増してきており、自転車の安全な利用

の見直しが重要になっています。 

  自転車乗用中に事故に遭って負傷した人数は小

学生から高校生の若年層が最も多く、一方で死者

数は70歳以上の高齢者が圧倒的に多くなってい

ます。自転車乗用中の事故では、警察庁によると

約３分の２が自転車利用者側に何らかの交通違

反があったそうで、利用者には交通ルールの遵守

が求められますが、ルールの理解不足やルールを

軽視する割合が高いことが問題となっています。 

  自転車は子供から高齢者まで誰でも乗れる乗り

物ですが、いつでも被害者にも加害者にもなる可

能性があります。実際に米沢市でも今月７日に歩

道を走行していた自転車が歩行者をはね、歩行者

が死亡する事故が起きています。この事故では自

転車を運転する側に注意義務を怠った重大な過

失があったとして、自転車の事故としては県内で

初の逮捕となりました。 

  現在、自転車の交通違反取締りに交通反則通告

制度、いわゆる青切符による取締りを行う反則金

制度の導入を検討することになり、より実効性の

ある取締りにつなげようとしています。また、道

路交通法の一部改正により令和５年４月１日か

ら全ての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用

の努力義務が課されるなど、自転車の利用につい

ての交通マナーの向上は喫緊の課題となってい

ます。 

  そこで、お伺いいたしますが、本市での自転車

に関する交通事故の発生状況はどのようになっ

ているのか、またマナーやルールを守り、自転車

事故や危険運転の防止を強化するためにどのよ

うな取組をされているのかお知らせください。 

  最後に、大項目４、住み続けられる地域づくり

のために何が必要かについてお伺いいたします。 

  私が生まれた昭和55年の米沢市の人口は９万

2,823人で、私が中学３年生になった平成７年に

は９万5,592人とピークに達しました。いずれ10

万人を超えると思われた人口もそこから減少に

転じ、現在では約７万8,000人に減少しています。

特に周辺部では減少率が高く、私が小学生だった

頃、19校あった小学校も米沢市立学校適正規模・

適正配置等基本計画によって将来的には８校に

統合する計画になっています。 

  小学校がなくなることで地域コミュニティーの

機能が低下することが心配されますが、今後は各

地区のコミュニティセンターを核とした地域づ

くりを行うことが求められます。 

  そこで、お伺いしますが、令和４年度に各地区

のコミュニティセンターを所管する担当が教育

委員会社会教育課から市長部局に移管し、コミュ

ニティ推進課が新設されましたが、その理由と役

割は何かお知らせください。 

  また、人口減少が進めば地域活動の担い手が減

り、地域コミュニティーを維持するのは難しくな

ることが予想されます。実際に消防団の成り手が

不足していることは前回の一般質問でも申し上

げましたが、消防団のみならず、生活安全協会や

防犯協会など各地区にある様々な団体の成り手

が不足しています。もちろん人口減少を食い止め

るために首都圏から移住者を呼び込む施策も必

要ですが、急激な人口の増加を望むことは現実的
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ではないため、限られた人口で地域機能をどう維

持していくのかが課題になってまいります。 

  今後、地域コミュニティーを維持していくため

に、行政としてどのようなサポートが必要である

と考えているのかお伺いいたします。 

  最後に、今定例会をもって勇退されます中川市

長には、これまで米沢市や山形県の発展のために

尽力されてきたことに対し心から敬意と感謝を

申し上げます。 

  私の演壇からの質問は以上です。 

  御答弁よろしくお願いいたします。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、１の今夏の高温に

おける農作物の被害状況についてと２の農業経

営基盤強化促進法の改正に基づく地域計画の策

定についてお答えいたします。 

  初めに、１の（１）今夏の農作物の被害状況と

対応についてですが、今年は３月下旬から４月に

かけての降霜、５月下旬の日照不足と低温、さら

に６月の長雨、７月下旬以降は記録的な猛暑によ

る高温と少雨、９月下旬以降は降雨が連続するな

ど、１年を通じて天候不順に悩まされる年であり

ました。 

  このため、農作物に関しては、春先は大豆など

の播種遅延や湿害による初期生育の不良、その後、

夏の高温障害などにより水稲、畑作物、果樹など

様々な作物の生育に大きな影響があり、収穫面で

は物足りない今年の出来高となったところです。 

  そこで、まず水稲とソバの作柄についてであり

ますが、ＪＡや農業者の皆様のお話をお聞きしま

すと、いずれも収穫量などの確定はもう少し後に

なるということを前提にしたお話でありました

が、米につきましては平年並みの収穫量であった

ものの、粒の一部が白く濁る白未熟粒の発生によ

る品質の低下などによる等級落ちが多く見られ

ました。また、ソバにおきましては、平年並みか

ら５割減までと収穫量にばらつきが出ており、小

粒化による品質低下が多いとのことでありまし

た。 

  次に、畑作物については、大豆が小粒化や子実

の表面に亀裂が生じる被害など、野菜では作物に

よっては結実や着果不良、秋野菜の播種遅延など

が見られるなど、全般的に品質の低下や収穫量の

減少が発生しています。 

  次に、果樹では主にリンゴにおいて全般的に着

色不良や日焼け被害の影響により収穫量が減少

となりました。 

  今年も年間を通じて天候などの状況に応じなが

ら農業者の皆様へ聞き取りや現地確認を行うと

ともに、ＪＡなどの関係機関と連携しながら被害

状況の把握に努めてまいりましたが、地域や作物

によりまして被害の度合いが異なるなど、被害の

要因、実態の把握が難しい状況でもありました。 

  そこで、このような自然災害などへの対応であ

りますが、市単独の支援などは現時点では検討し

ていないところでありますが、降霜、高温などの

被害を受けた農業者の再生産及び経営の維持、安

定を目的に、山形県の利子補給事業であります

「令和５年の異常気象被害対策資金」が11月７日

に発動されましたので、本制度の周知を図るとと

もに、希望があった方には県と連携して迅速に支

援を行うこととしております。 

  次に、（２）収入保険の加入状況と加入促進策

についてでありますが、御質問にありましたとお

り、農業保険の一つであります収入保険につきま

しては、全ての農作物が対象となり、自然災害に

よる収量減少や価格低下のほか、けがや病気で収

穫ができず、収入が減少した場合など、農業者の

経営努力では避けられない様々なリスクによる

収入減少を広く補償する保険制度です。 

  保険期間の収入が過去５年間の平均収入などか

ら算定される基準収入の９割を下回った場合に

は、下回った額の９割を上限として補塡される制

度であり、国において農業者が負担する保険料と

積立金の一部を負担しております。 
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  次いで、本市における収入保険の加入状況につ

いてですが、山形県収入保険加入推進協議会の今

年10月31日現在の集計によりますと、青色申告を

行っている個人・法人の対象農業者336件のうち

124件が加入されており、加入率は36.9％となっ

ております。 

  農業者の皆様の中にはメリットを感じられない

とお考えの方もいらっしゃいますが、異常気象に

よる農作物被害が多発している中で、自然災害な

どの収入減少には有効なセーフティーネットで

ありますので、制度の周知を含めた加入促進が大

切であると考えております。 

  また、加入促進策といたしましては、置賜３市

５町、関係団体及び農業関係協議会で構成いたし

ます山形県農業セーフティネット加入促進協議

会置賜地域連絡会議や山形県収入保険加入推進

協議会置賜支部協議会の中で加入促進に関する

意見交換や取組などを行っておりますので、関係

機関と連携して周知を図るとともに、様々な説明

会や会議など機会を通じてのＰＲ、他自治体とも

情報を共有しながら引き続きより多くの皆様が

加入していただけるよう御案内していきたいと

考えております。 

  次に、２の地域計画の策定についてどのように

進めていくのかについてお答えいたします。 

  今年４月１日に施行されました農業経営基盤強

化促進法等の一部を改正する法律に基づきまし

て、人・農地プランが地域計画として法定化され、

地域での話合いによって目指すべき将来の農地

利用の姿を明確化した計画を令和７年３月末日

までに策定することとなりました。 

  具体的には、地域計画には、これまでの人・農

地プランをベースにし、おおむね10年後を見据え

て、地域の農地を誰が利用し、農地をどのように

まとめていくのかを農業者ごとに色分けを行い、

将来の農地利用の状況を一目で分かるように作

成した図面を添付することになります。この図面

は目標地図と呼ばれるもので、地域の話合いと農

地の出し手、受け手の意向を踏まえて、農業委員

会が中心となり作成していただくものです。 

  次に、地域での話合いを進めるに当たっては、

まず現在の農地の利用状況等を把握するために、

農業者の皆様に対して意向調査を行うこととし

ております。この調査は、現在の農地の利用状況

と10年後までにどのように管理する予定なのか

を具体的にお聞きする内容となっており、その調

査結果を基に現況地図を作成し、その後、地域ご

とに話合いを行っていただくこととなります。 

  この意向調査のスケジュールですが、12月上旬

をめどに実施し、調査結果の取りまとめが済み次

第、現況地図ができた地域から順に地域での話合

いを行うこととしております。地域での話合いが

円滑に進められるよう、農業委員会、農業者及び

関係機関の御協力を得ながら、遅くとも来年９月

までに終了できるように進め、その後、取りまと

め作業に入り、令和７年３月末日までの計画の策

定と公表をしていく予定です。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

  〔佐藤明彦市民環境部長登壇〕 

○佐藤明彦市民環境部長 私からは、３の自転車の

交通マナーの向上についてお答えいたします。 

  去る11月７日の早朝に花沢町地内において歩道

を走行中の自転車が歩行者と接触し、歩行者が亡

くなるという痛ましい交通事故が発生しました。

本市においては今年５月19日以来２例目となる

交通死亡事故となりました。 

  自転車に関する交通事故件数ですが、市内では

令和３年に25件、令和４年に23件、令和５年11月

22日現在で39件発生しており、今年に関しまして

は大幅に増加している現状でございます。今回の

ような自転車対歩行者の事故は令和５年の39件

中３件発生しており、自転車対自転車が１件とな

っております。 

  なお、その他の35件は自転車対自動車となって

おり、自動車が関わる交通事故が多く、自転車で
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あっても自動車の運転と同様に注意が必要と感

じているところでございます。 

  このたびの事故を受け、米沢警察署及び交通安

全関係団体により現場確認を行い、自転車のマナ

ー向上や交通ルールの遵守を呼びかける啓発活

動を行う重要性を改めて認識しているところで

あります。 

  これまでの啓発活動では、交通安全関係団体と

協力しながら、毎年春、夏、秋の交通安全県民運

動の期間に合わせて、自転車利用が多い市営駅前

自転車駐車場や市営駅東自転車駐車場、ＪＲ南米

沢駅などでのぼりを掲出し、自転車の交通ルール

遵守やマナー向上の呼びかけを行ってまいりま

した。 

  また、本年４月１日から改正道路交通法が施行

され、自転車利用時のヘルメット着用が努力義務

化されたことに伴い、米沢市のマスコットキャラ

クター「かねたん」を活用したヘルメット着用啓

発のぼりを作製し、自転車軽自動車商協同組合の

協力を得ながら自転車販売店への掲出や、市内各

高等学校、市営駅前及び市営駅東の各自転車駐車

場、市役所へ掲出し、周知を図っております。 

  さらに、自転車の利用が多い高校生に対しまし

ては、直接学校に出向き、ヘルメット着用や交通

ルールの遵守を呼びかける活動や、新たに作成し

た啓発うちわを配布するなど各種啓発活動を行

ってまいりました。 

  あわせて、米沢警察署では県立米沢興譲館高等

学校を自転車ヘルメット着用推進モデル校に指

定し、着用率向上の取組を行っております。 

  少しずつではありますが、ヘルメット着用者が

増えたようにも見受けられますが、着用率はまだ

まだ低迷しているのが現状ですので、引き続き啓

発活動を行いながら着用率向上を目指していき

たいと思います。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、４、住み続け

られる地域づくりのために何が必要かについて

お答えいたします。 

  初めに、（１）コミュニティ推進課が設置され

た理由と役割は何かについて申し上げます。 

  本市ではこれまで地域住民の社会教育や生涯学

習などの活動拠点として各地区にコミュニティ

センターを整備、運営してきました。 

  しかし、近年の少子高齢化を伴う人口減少や核

家族化、生活スタイルの変化などによって、地域

づくりの土台である地域住民同士のつながりが

希薄化しております。これは地域の共助力の低下

に結びつくものであり、町内会など住民自治組織

やお祭りなど地域文化活動などの担い手不足の

ほか、高齢者や子供の見守り機能の低下などが懸

念されるところであります。 

  また、大雨などによる災害が頻発する中で、地

域での避難所機能の拡充とともに、自主防災組織

などにより地域住民が協力して自分たちの地域

を自分たちで守ることが重要な課題となってお

ります。 

  このような状況を踏まえ、地域の様々な課題に

対処していくためには市と地域の連携をさらに

強化していく必要があることから、地域活動の拠

点となるコミュニティセンターの運営管理をは

じめ行政と地域の橋渡し役である地区委員に係

る事務などの事務事業を所管するコミュニティ

推進課を令和４年度に新設いたしました。 

  コミュニティ推進課は、関連する部署やコミュ

ニティセンター、地区委員などと連携しながら住

民主体の持続可能な地域づくりを支援する役割

とともに、町内会などの困り事をどこに相談して

いいか分からない場合に最初の相談窓口となる

役割も担っております。 

  次に、（２）住み続けられる地域づくりをどの

ように進めていくのかについてお答えします。 

  地域内の人口が減少し、現在地域で活躍されて

いる方たちも高齢化していく中で、これまで地区
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や町内会などで行ってきた共同作業や地域行事

を今までどおりに行うことは難しくなることが

予想されますが、そうした活動の継続を行政が全

てカバーできるものではありません。地域の課題

を洗い出し、その課題にどう対処していくか、こ

のことを地域住民自身が自分事として捉えて話

し合い、合意し、協力して取り組んでいくことが

住民主体の地域づくりに欠かせないものである

と考えております。 

  そうした地域づくりに向けた支援の第一歩とし

て、本年９月に「ここで暮らし続けるための地域

コミュニティづくり」という演題で講演会を開催

し、地域活動に関わる方を中心として約80名の方

に聴講していただきました。 

  次の取組として、市内17地区の中から２つの地

区をモデル地区としてワークショップを開催し、

その地区の地域カルテを題材にしながら地域づ

くりの話合いを進めていく予定であります。 

  この地域カルテは、９月の講演会の講師から紹

介されたもので、国勢調査などの統計データを使

い、町名単位で現在と将来の人口、世帯数の見通

しをグラフ化し、見える化するものであります。

身近な範囲の将来推計を行うことにより、自分事

として捉えながら地域づくりを話し合っていた

だきたいと考えております。 

  次年度以降もこのような取組を他の地区に広げ

ていき、住民主体の地域づくりに向け、話合いの

場と機会づくりの支援をしてまいります。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  それでは、順に再質問したいと思います。 

  先ほど演壇で産業部長からありましたが、今回

の農作物の被害状況というのは地域や個人によ

って差であったりばらつきが多かったと思って

おります。同じ米でも、ほとんど二等米だった農

家もいれば、例年どおりの品質だったけれども取

れなかったという方もいらっしゃいます。また、

リンゴにおいては、先ほどこれもあったのですが、

本来であれば今頃だと大体ふじの収穫も終わり

頃になっているのが今年は着色不良があってま

だ収穫が終わらない。そういったところで、農家

によってばらつきがあるという状況であります。 

  そういった個々の状況の把握、その要因につい

ての分析というのはこれからされるということ

でよろしいでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 米のお話がありましたけれど

も、ＪＡからの聞き取りでは品種間で等級低下に

差がありまして、主力品種のはえぬきで品質低下

が多く見られ、雪若丸では例年並みの一等米比率

となっているなど、米の高温耐性から来ているも

のだと思っております。 

  また、リンゴのお話もありましたけれども、こ

れにつきまして、ナス、エダマメ、ラ・フランス、

リンゴなど14品目について、各品目ごとに延べ38

人の農業者の皆様に既に聞き取り調査を行って

おります。その結果、同じ品目であっても、農業

者の方、地域によって相当違いが出ているという

ことを把握しておりますので、これは局地的な天

候の地域差であったり、あるいは栽培方法につい

ては個人差があるものと、そのような形で分析を

しているところであります。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 詳しく情報収集してい

ただいて、今年の夏だけが異常ということではな

くて、また来年以降もこういった高温が続くかも

しれませんので、しっかりそういったことに対し

ては備えていただきたいと思います。 

  ただ、一方で、水害であったり、おととしの米

価の下落のように市内の大多数の農家が被害を

受けて収入が低下したという事態であれば行政

でも支援していきましょうという話になるかと

思いますが、今回のような個人であったり地域で

ばらつきがあるとなかなかそうはならないのか
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と思います。 

  そういった場合に必要なのが収入保険というこ

とになってくると思いますが、収入保険の加入率

というものがなかなか伸びてこない。特に果樹農

家の加入率が非常に低いという現実があります

が、収入保険の加入率が伸びない要因というもの

を担当課としてはどのように分析しておられる

でしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 前段でお答えさせていただき

ましたが、なかなかメリットを感じていただけな

い、そういう状況かと思っております。 

  しかしながら、ここ近年、天候による被害が相

当大きくなっておりますので、そういったところ

を地道に丁寧に説明することによって収入保険

の必要性について十分御理解をいただきたいと

考えているところです。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 農家としてはできるだ

け手取りを増やしたいということで、そういった

保険の部分を抑えたいという心理的なものは理

解できるのですが、こういった事態に備えるなら

ば収入保険が一番だと思いますので、産業部長が

おっしゃったように、収入保険の必要性というも

のをしっかり農家に、もちろん金銭的な補助も必

要かもしれませんが、農家に理解していただくこ

とが一番大切だと思いますので、そこのところは

しっかりお願いしたいと思います。 

  続いて、地域計画の策定についてお伺いしたい

と思います。 

  先日行われました農業委員会と農業者との意見

交換会に私も参加したのですが、そこで地域計画

の話が出ました。ただ、農家にとっては、何とい

いましょうか、なぜ地域計画をつくらなければな

らないのか、なぜ必要なのかという必要性であっ

たり意義がまだ十分に伝わっていないと感じた

のですが、そのあたり農政課としてはどのように

捉えているのかお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 地域計画につきましては、地

域の皆様が御努力されて守り続けてきた農地を

次の世代にしっかりと着実に引き継いでいただ

くための大切な計画だと思っております。 

  このため、その周知についてはしっかりとして

いかなければならないと考えておりまして、今後

の対応になりますけれども、農業委員会で発行し

ております広報誌「農委よねざわ」の12月号に地

域計画に関する内容を掲載する予定であります。 

  さらに、冒頭に説明させていただきましたが、

これから意向調査を行いますけれども、その意向

調査にも地域計画の必要性を明記し、幅広く関係

者の皆様に御参加いただけるように呼びかけを

していきたいと考えているところです。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 次に、農業委員会の会

長にお伺いしたいのですが、今回、地域計画を策

定する上で農業委員会が果たす役割というのは

非常に大きいだろうと思いますが、具体的に農業

委員会が果たす役割はどういったものがあるか。 

  それと、今と同じ質問になりますが、今回の地

域計画を策定する上で、地域計画の必要性、意義

というものをしっかり農家に伝えていく必要が

あると思いますが、そのあたりどのように会長は

お考えかお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 小関農業委員会会長。 

○小関善隆農業委員会会長 それでは、私からは、

地域計画における農業委員会の役割についてお

答えいたします。 

  農業委員会では、市の求めに応じて、10年後に

目指すべき農地の効率的、総合的な利用の姿を明

確にした目標地図の素案の策定が新たな役割と

なったところであります。 

  市は、地域計画を検討するために協議の場を設

定し、幅広く関係者に参加を呼びかけることにな

っております。各地域の協議の場で、地域の農業

者、担い手、市、農業協同組合、そして農業委員
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会が一体となって徹底した話合いを行うことに

より、地域と調和を図りながら農地の集約化に向

けた取組を一歩ずつ着実に進めてまいりたいと

考えているところであります。 

  以上であります。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） よろしくお願いします。 

  今回の地域計画の策定の中で、全ての農地で将

来の担い手が埋まってくればいいのですが、恐ら

くそうはならないので、10年後というところで空

白地が出てくるのではないかと想像するところ

です。そうした土地を見える化するということも

今回の地域計画を策定する目的の一つだと思い

ますが、重要なのはその空白地をいかになくして

いくかということを現段階から考えていくとい

うことだと思います。 

  例えば、地域、集落にすれば、二、三年、先輩

農家に就いて研修を受ければ、その後、農機具で

あったり農地を受け継いでその場所で独立して

農業をしていけるということであったり、あるい

は集落で若手農家に農地を集約する場合、農地を

耕作することはできないけれども、その周りの畔

の草刈りぐらいは集落でやっていきましょうと

いったような、担い手を育て、さらに地域で支え

ていく施策も同時進行でしていかなければ、この

地域計画、目標地図というものが絵に描いた餅に

なってしまうのではないかと思うわけですが、そ

のあたり農政課としてどのように考えていらっ

しゃるのかお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今お話がありましたように、

空白地域というものが出てくることについては

ある程度想定されるところでありますけれども、

計画策定後であっても継続して話し合いながら

随時調整して更新に努めていきたいと思います。 

  そういう中で、一方では多面的機能支払交付金

であったり中山間地域等直接支払交付金などの

活動組織もいろいろあるかと思いますので、受け

手がいない地域ではそういう対応も様々考えな

がら対応していけないか、そういうことも並行し

て進めていく必要があると思っています。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 行政の支援ももちろん

必要ですけれども、一番大切なのは、自分たちの

農地は自分たちで守っていくという意識を農家

の皆さんに持っていただいて、そのために自分た

ちは何ができるのかということを考える、それが

この地域計画の中で非常に大事なことだと思い

ますので、ぜひお願いしたいと思います。 

  これは繰り返しになるかもしれませんが、答弁

をお願いします。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今お話ありましたように、本

市におきましても、後継者、担い手の確保という

のは非常に大きな課題だと思っております。そう

いう状況もありますけれども、一方で大規模な個

人農家であったり担い手組織への負担というも

のが大きくなっているのも事実であります。 

  このため、担い手を育成する組織であったり農

業に関心のある人材を就農へつなげられるよう

な取組について、どういった取組が効果的である

のか、他地域の状況も踏まえながら、もちろん農

業者の皆様の御意見もお聞きしながら継続して

しっかりと検討していかなければならないと思

っております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ぜひよろしくお願いい

たします。 

  続いて、自転車の交通安全マナーについてお伺

いしたいと思います。 

  ヘルメットの着用については今年４月から努力

義務となりましたが、現状で町なかを見ていまし

ても自転車を運転している方でヘルメットをし

ている方は正直あまり見ないというのが実情だ

と思います。 

  山形県警のデータを見ますと、事故に遭った人
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のうちヘルメットを着用していた高校生以下は

僅か1.2％、大学生では2.3％と、特に若い人は髪

型を気にしてというところがあるかもしれませ

んが、私は中学校から坊主頭でしたので、あまり

そういった気持ちは理解できませんが、年頃なの

で気になるのか、非常に低い数字になっています。 

  小中学校ではヘルメット着用について指導され

ていると思いますが、若年層、特に高校生に対し

てヘルメットを着用するように、警察署や高校と

も連携して、さらに指導、周知、先ほど壇上から

もありましたが、より強化していく必要があると

思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 先ほども壇上から答弁さ

せていただきましたけれども、自転車を多く利用

する学生への啓発というのは非常に重要かと思

いますので、それぞれの学校関係者と連携しなが

ら引き続き啓発に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 周知、啓蒙もしっかり

行っていただきたいと思いますが、ヘルメットを

購入するとなるとピンからキリまであって価格

も様々です。安全性が高いものであったりデザイ

ン性が高いものは高価になってきますので、ヘル

メットを購入する補助も必要ではないかと思い

ますが、本市の考えをお伺いいたします。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 同じく先ほど壇上から本

市のヘルメットの着用率は低迷している現状だ

ということをお話しさせていただきまして、議員

がおっしゃるのと同じ認識でおります。 

  山形県に広げてみますと、警察庁の本年９月の

報道資料によりますと山形県内でのヘルメット

着用率は8.9％ということで、全国26位という順

位になっております。全国平均は13.5％となって

おりますので、全国平均を下回っている、県で見

てもそういった状況にございます。 

  そういった中で、全国的にヘルメット購入に対

して補助するという取組をされている自治体も

確認させていただいておりますが、本市におきま

してはまずは啓発活動に注力させていただきま

して、着用率の推移ですとか他の自治体の動向な

ども注視しながら研究してまいりたいと考えて

おります。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ぜひこれはお願いした

いと思います。 

  また、山形県では、損害賠償責任を負った場合

の経済的負担の軽減、被害者の保護のために、令

和２年７月から自転車損害賠償責任保険等への

加入が義務化されております。 

  自転車は誰にでも運転できるものであり、小学

生も運転できますが、小学生でも重大事故を引き

起こす可能性があります。実際にお子さんが起こ

した自転車での交通事故によって保護者が多額

の賠償金を請求されるといった事例も起きてお

ります。 

  保険加入が義務化されたことで、恐らくほとん

どの人は加入されているのではないかと想像す

るわけですが、もしかするとふだん自転車に乗ら

ない方は保険の加入が義務化されたということ

を知らない人もいるかもしれません。 

  保険の加入状況、どのぐらい加入しているかと

いうことをこれまで調査されたことがあったの

かどうかお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 自転車を利用される方の

いざというときに備えて、保険の加入というのは

極めて重要と認識しております。 

  令和２年度の県のアンケート調査で加入状況を

確認しておりまして、自転車利用者の45.1％の方

が加入しているという状況でございます。そのう

ち毎日利用している方については67.4％と高め

になっております。また、自転車販売店におきま

しては、新規に自転車を購入される場合について



- 48 - 

は100％保険加入の状態であることを伺っている

ところでございます。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 自転車保険に関しては、

専用の保険に加入する方のほかに、生命保険であ

ったり自動車保険のオプションとして入ってい

る方もいらっしゃいます。また、お子さんであれ

ば親の名義で保険に入っていたりして、なかなか

加入率というところを把握するのは難しいかも

しれませんが、しっかりと市民の加入率を把握し

ていただきながら、またその周知徹底をお願いし

たいと思います。 

  先日の事故、米沢市で起きた自転車の事故です

けれども、こちらの場合は走行可能な歩道を走行

していましたが、歩道を走行することが可能でも

自転車は徐行しなければいけない義務があるそ

うです。それにもかかわらず、かなりのスピード

が出ていて、それが交通事故につながったという

ことです。米沢警察署の担当課にも話を聞きまし

たが、今回の事故は特殊な例ではあるものの、今

後ますますこうした自転車に関連する事故は増

えていくだろうし、また自転車もスピードが出る

ようになっていますので、事故も重大化、深刻化

していくのではないかというお話でした。 

  山形県では自転車の安全で適正な利用の促進に

関する条例を制定していますが、米沢市は学園都

市でもありますので、学生が多く、そういった方

に周知が行き届かない場合であったり、また冬期

間、雪が降っていても自転車に乗る高齢者がいた

りということで、まだまだ自転車利用に関するマ

ナーの意識の低さというものが感じられます。 

  他の市町村でも保険加入であったりヘルメット

着用の義務化を受けて単独で条例を制定してい

る市町村がありますが、本市においてもそういっ

た条例を制定することによって、より強い指導等

をお願いしたいと思いますが、担当課の考えをお

伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 現状、本市におきまして

は米沢市交通安全条例を制定しておりまして、市

民の皆様や事業者、市の責務として交通安全に努

めるということをこの条例の中でうたっており

ますので、現状におきましては条例化までは今の

ところ考えておらないところでございますけれ

ども、他の自治体の動向ですとか法律の改正の中

身などをよく注視しながら今後については研究

してまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） ぜひ米沢が自転車の交

通マナーがいいという模範になるような先進地

を目指していただきたいと思います。 

  続いて、住み続けられる地域づくりについてお

伺いしたいと思います。 

  来年度、塩井、広幡のコミセンが建て替えられ

ることによって、市内全ての地区のコミセンが建

て替えられることになるかと思います。建設後の

古い建物についてはどのように利活用を進めて

いくのか、小中学校と同じような考え方でいいの

かどうかお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 まず現在の建物ですけれ

ども、築50年を過ぎておりますので、大分老朽化

が進んでいますので、計画的に取り壊していきた

いと考えております。 

  その後の土地利用でありますけれども、地元と

協議をしておりまして、塩井は借地となっており

ますので、賃貸借契約を結んでいる土地につきま

しては貸主にお返しし、過去に村役場だった共同

名義の土地がございますので、そこの部分に関し

ましては地元で適正に管理していくということ

で検討しているところでございます。 

  広幡につきましては、市有地でございますけれ

ども、活断層上にございますので、農村広場の駐

車場ですとか雪下ろし場などとして活用してい

くことを検討しているところでございます。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 



- 49 - 

○１２番（古山悠生議員） 解体を前提として土地

活用されるということでしたけれども、ここ最近

では窪田、南原は学童に利用されているというこ

とで、コミセンがあった場所というのは地域にと

って中心部にありますので、そこが空白地になる

ということは地区の求心力の低下にもつながる

のではないかと思いますので、そのあたりは新し

いコミセンの設立と同時進行で跡地活用につい

ても考えていただきたいと思います。 

  それから、もう１点ですが、私は大学を卒業し

て地元に戻って20年たちます。地元にいると消防

団であったり防犯協会などの様々な役割が回っ

てきます。特に私たちの年代、30代、40代になっ

てくると人が少ないために役職が集中して、１人

で３つも４つも役職を持っているような状況で

あります。 

  こうした人口の少ない特に農村部ではそういっ

たことが大きな負担になっていますので、私の地

区では交通安全協会と防犯協会、それから衛生組

合、これを１つの組織に統一して、各町内会から

出る人数を減らす、そういった努力をしているわ

けですが、こういった取組というのは他の地区で

もあるのかどうかお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 各地区からもそういった

少子化などに伴って活動が大変になっていると

いうところはお聞きしておりますが、現在のとこ

ろ本市においてそういった団体をまとめたとい

う事例はございませんが、そういった事例なども

研究しつつ、地域の皆さんのお声を聞きながら関

係課や関係団体などとも一緒になって今後の在

り方については検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） それは市の全体の組織

ということですか。 

  私の今の質問の意図としては、地区ごと、六郷

の中で交通安全協会であったり防犯協会を一緒

に合わせたという事例があるので、ほかの地域で

もありますかという質問だったのですが、もう一

度お伺いします。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 具体的なところまでは把

握しておらないのですが、地区によっては見直し

を行っているところもあるとお聞きしておるの

ですが、今おっしゃられた団体が全てまとまった

とか、どのぐらいの地域がというところは確認し

ておりませんので、今後確認してまいりたいと考

えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） よろしくお願いします。 

  先ほど企画調整部長の答弁の中で、地域あるい

は集落ごとに地域カルテをつくっていくという

お話があったかと思いますが、そういった年代別、

性別であったり分布図を見える化していく地域

カルテを策定するというお話でした。 

  実際に地域カルテを策定した後、それを地域で

どのように活用していくのか、その活用方法をお

伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 まず地域カルテをつくる

目的としましては、米沢市全体といってもなかな

か自分事として捉えてもらえないところがあり

ますので、自分の住んでいる地区が今後どうなっ

ていくのか、より小さなところを考えていただく

上で地域カルテが有効なのかなと。例えば、高齢

者といっても65歳以上全体で考えるのではなく

て、65歳の人が70歳、75歳、より高い年齢になっ

ていくという状況を示すことによって、今後の地

域づくりをどうしていったらいいか考えてもら

うためのきっかけにしたいというものでござい

ます。 

  活用につきましては、そういった地域カルテを

つくることによって自分たちの地域がどう動い

ていくということが見えてくると思いますので、

それを基に、ただいま議員が述べられたような地
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域の中での組織の統合とかそういったところを

しっかりやっていきたいと考えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 地域カルテを作成する

ことで集落の将来の姿が分かるということは、も

っと言えば、地域人口を維持していくために、１

年間に何組、どういった年代層の世帯を増やして

いけばそこの地域人口を維持していけるか分か

ると思います。市街地では難しいかもしれません

が、人口の少ない農村部であれば、年間10人程度

減るのであれば、子育て世代を２世帯、３世帯増

やせば恐らくそれで地区は人口を維持していく

ことができるのではないかと思います。 

  そう考えれば意外と難しいことではなくて、少

し頑張れば、自分たちの魅力を発信したり、例え

ば東京に行っている息子夫婦に「ちょっと帰って

きてみなさいよ」と声がけしたりということで、

自分たちで人を集めることに取り組むことが自

分事として捉えられるのではないかと思います

が、そのあたりどのように考えていらっしゃるか

お伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 ただいま議員お述べのと

おり、地域の中でどういった世代の人たちを呼び

込めば集落を維持していけるのかを考えるきっ

かけにもなるし、それを基に呼びかけを行ってい

くことも可能だと思いますので、そういった地域

カルテの作成により多くの地域で取り組んでい

ただけるように努力してまいりたいと思います。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○１２番（古山悠生議員） 繰り返しになりますけ

れども、自分たちの地域は自分たちで守る、その

ために何ができるかということを自分たちで考

える、それが一番これから地域に求められていく

のではないかと思いますし、それはコミュニティ

推進課ができた大きな理由の一つだと思います。 

  そして、それは中川市長が思い描いた地域の姿

だと思いますので、ぜひこういった取組をサポー

トしていただきたいと思います。 

  最後に、この件について企画調整部長にお伺い

して終わりたいと思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 先ほど壇上の答弁でも申

し上げましたが、持続可能な地域づくりというの

は、行政が全部サポートするということではなく

て、地域の皆さんが自分たちで自分たちの地域を

よくしていく、維持していくということを考えて

いただくことが大事だろうと思っておりますの

で、そういったところをしっかり地域に伝えられ

るよう、そして地域の皆さんと一緒にそこを考え

ていけるように努力してまいりたいと思います。 

○相田克平議長 以上で12番古山悠生議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○相田克平議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時１６分 散  会 


